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経営  トップに聞く

御社のこれまでの歩みをお聞かせください。
　当社は1974年に義父（故　西平朝助氏）が
創業しました。義父はもともと軍雇用員でした
が、独立して、沖縄市に米軍人向けのレンタ
カー会社として「美里レンタカー」を興しま
す。その後、中古車販売を手掛けるようになり、
1977年に「有限会社西自動車商会」として法
人化しました。その頃から車検・整備事業を開
始し、1990年に指定工場として民間車検場の
資格を取得しました。
　1997年、創業者である義父が病に伏し、そ
れがきっかけとなり私は当社へ入社します。そ

の年に義父は逝去し、義父の軍雇用員時代の元
部下であった金城正雄氏が代表を引き継ぎまし
た。そして、その1年後の1998年 12月、私
が代表取締役に就任しました。
　私が入社した当時の西自動車商会は車検整備
が主であり、競合過当であった中古車販売から
手を引いたことで経営は赤字状態でした。そこ
で経営の立て直しを図り、車検のキャンペーン
から始まり、1998年 11月に新車マイカーリー
スの販売を開始しました。
　2005年にはこの商品を「スーパー乗るだけ
セット」の名で商標登録し、その翌年からボラ
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代表取締役 代表取締役 津嘉山 修 津嘉山 修 氏氏

　株式会社西自動車商会はカーリースを中心に新車・中古車販売や車検整備等を行う法人である。同
社が開発した新車マイカーリース商品「スーパー乗るだけセット」は、そのわかりやすい商品設計と
手軽に新車に乗れる仕組みから人気が高く、ボランタリーチェーンの加盟店数は全国232社に上る
（2024年６月時点）。新車の販売から車検・整備までの一貫したサービスを通して、お客様との信頼
関係を構築し「生涯顧客化」の実現を目指している。今回は沖縄市登川にある本店を訪ね、津嘉山社
長に自社のこれまでの歩みや経営理念、今後の展望などをお伺いした。
	 インタビューとレポート　　我謝　和紀
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ンタリーチェーンとして全国展開を開始しまし
た。徐々に加盟店は増えていき、2024年 6月
時点の加盟店数は232社に上ります。
　2016年に「株式会社西自動車商会」へ社名
変更しました。2019年には登川本店（沖縄市）
の新社屋が完成しました。店舗展開も強化し、
現在は沖縄市のほか豊見城市、糸満市を含む計
３店舗を運営しています。

津嘉山社長の入社から社長へ就任するまでの経
緯についてお聞かせください。
　私は大学卒業後、自動車整備とは全く関係の
ないクレジット会社へ入社しました。県内有数
の大企業で債権回収や営業などの業務に携わる
中、入社10年目に転機は訪れます。
　当時、営業企画係長であった私のもとに「義
父が倒れて入院した。」との連絡がありました。
翌日病院へお見舞いに行くと、義父は思いのほ
か元気そうで安心しました。
　しかし、後日、主治医から義父が末期ガンで
あることを知らされ、「年内もたないかもしれ
ない」と余命宣告が下されました。時は既に
10月であり、義父に残された時間はわずか２
か月。お世話になった義父は私にとってかけが
えのない存在であり、いつか義父が興した会社

を家族で支えていく将来を以前から思い描いて
いました。
　余命宣告から4日間、ほとんど寝ずに妻と相
談した末に、私は勤めていたクレジット会社を
辞め、西自動車商会へ入社することを決めまし
た。会社からは引き止められましたが、最後は
私の強い決心を受け入れ、快く送り出していた
だきました。
　義父へその意向を伝えると、喜んでくれまし
た。そして後日、一緒に西自動車商会へ行きます。
　「今度、この会社に入る津嘉山くんだ。」
　義父が私を社員達に紹介してくれました。社
員達は社長の容態を知りません。久しぶりに出
社したと思ったら新人を連れてきて、面食らっ
ている様子でした。重い沈黙が続く中、当時の
工場長が口を開きました。
　「なぜ厳しい時期に人を増やすのですか？」
　社員達は当時の財務状況はわからずとも、経
営が厳しい状況であることは感じていたようで
す。そこで仕方なく整備もできない身内を雇っ
たのだろう。私はそう思われているように感じ
ました。そしてその考えを振り切るように、私
は工場長に向かってこう宣言しました。
　「私が会社に来たのは、売上を伸ばすためで
す。私が仕事を取ってくるので、それをさばく

西自動車商会登川本店（沖縄市字登川）西自動車商会登川本店（沖縄市字登川）
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のは皆さんです。」
　私は昔から負けず嫌いの性格なので、それを
実行するために休み無しで働きました。沖縄中
を駆け回って毎日チラシ配りをし、車検の案内
をしました。仕事の合間には義父に会いに行き、
今後の経営の相談をしました。私は前職の経験
を活かし、車検のキャンペーンをやりたいと話
したところ、義父は病と闘いながらも一緒に
なってその内容を考えてくれました。
　そして、義父は年越しを待つことなく、12
月に逝去しました。
　義父の四十九日を終えてから、車検のキャン
ペーンをスタートしました。「1時間車検」をう
たったこのキャンペーンは、すぐに効果が表れ、
1日３～４台だった整備の予約が、ある土曜日
には12台にまで増えました。当時の社員数は
11名で、整備ができるメカニックの数も限ら
れていたため12台もの数を作業するのは容易
でなく、事務員からは悲鳴があがりました。し
かし、私も引く訳にはいきません。当初の宣言
通り仕事を取ってきたので、１日で全て終わら
すように言いました。もし出来なければ私がお
客様に土下座するとまで宣言し、どうにかやっ
てもらいました。後にも先にも私が１日中工場
に居たのはその日だけかもしれません。

　私の監視する中、メカニック達は必死になっ
て取り組み、12台の作業を無事に終えました。
作業を終えたメカニックの1人が「まだまだ行
けます。」と言うのを聞いて「なんだ、うちの
社員はすごいじゃないか。」と素直に思いまし
た。そしてキャンペーンが功を奏し、月40台
だった車検台数は２倍の80台まで増え、会社
の雰囲気も良い方向に変わっていきました。
　入社から 1年で車検台数を 500台伸ばし、
会社は黒字化しました。そして義父の亡き後、
金城氏が社長を務めたのですが、黒字化できた
ので「もう君たちでやりなさい」と言っていた
だき、次の社長を決めなくてはならない時期に
なりました。家族で話し合った結果、私が引き
継ぐこととなり、1998年 12月に代表取締役
へ就任しました。

「スーパー乗るだけセット」の商品内容と開発
までの経緯をお聞かせください。
　「スーパー乗るだけセット」は新車のマイカー
リースです。車両本体料金だけでなく、期間分
の税金、車検・法定点検、メンテナンス費用な
どもリース代に含まれており、手軽に新車に乗
ることができます。また、車種ごとに残価を一
定にしており、料金設定のわかりやすさも人気

鈑金塗装鈑金塗装 オイル交換オイル交換

本店整備工場本店整備工場 点検・整備点検・整備
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　の高い理由の１つです。特に女性のユーザーが
多く、「私は乗るだけでいいのね。」という女性
のお客様からのお声から、この名前が付けられ
ました。
　1998年当時、車検のキャンペーンを経て当
社の業績は回復してきたものの、それだけでは
限界を感じ、新たに自動車を販売することを模
索していました。しかし、中古車販売は競合が
激しく、新車を販売したいものの、専属ディー
ラーが存在するためなかなか入り込む余地がな
い。そこで頭を悩ませる日々が続きました。
　そんなある日、GEキャピタル・サービスが
丸紅カーシステムを買収して個人向けのカー
リース事業を展開するというニュースを発見し
ました。私は「これだ！」と思い、調べたところ、
取引先の株式会社那覇部品様がGE（ゼネラル・
エレクトリック社）の傘下でこの事業を展開し
ようとしていたことがわかりました。そして那
覇部品の社長を通してGEの福岡支店長と面会
の機会を得ました。GEは以前からクレジット
関連で日本に進出しており、前職の頃から良く
知っていたため、福岡支店長とのお話は大いに
盛り上がりました。
　そしてGEより応援をいただき、1998年 11
月より新車マイカーリースの販売を開始しま

す。人気だった軽自動車を中心に販売台数は増
えていき、５年目には年間420台を販売しま
した。事業を始めた当時はファイナンスリース
のみでしたが、後にメンテナンスをパッケージ
化することで、整備工場の利を活かした新車販
売の仕組みを作ることに成功しました。

「スーパー乗るだけセット」はどのような経緯
で全国へ展開したのでしょうか。
　新車マイカーリースが軌道に乗り、スズキの
新車販売実績は九州ブロックでトップクラスに
なりました。それで当社の評判も広がり、売り
方を学びたいと県外から視察に来る企業も増え
てきました。
　私は「三方よし」のこの商品の仕組みに相当
の自信があったので、視察や取材は喜んで受け
入れ、そのノウハウを伝えていました。そして、
説明した先には後日連絡をし、状況を確認して
いました。しかし、誰しもが上手くいかないと
言います。そこで、とあるセミナーに参加し、
そこに通っていたマーケティングコンサルタン
トの梅垣揚太様にこの件を相談したところ、マ
ニュアルを作った方が良いとアドバイスをいた
だきました。そして梅垣氏に依頼してマニュア
ルを執筆してもらうことになりました。

多くの品揃えから自分に合った新車選びが可能多くの品揃えから自分に合った新車選びが可能 中古車は定期的なメンテナンスを実施して販売中古車は定期的なメンテナンスを実施して販売

「スーパー乗るだけセット」を全国へチェーン展開している
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　そんなある日、事件が起こりました。いつも
のように視察に来た方へ連絡をし、状況を確認
していた時のことです。電話の相手は長い沈黙
の後、口を開きました。
　「そう熱くなるな。私はついでに寄っただけ
で、最初からカーリースをするつもりなどな
い。」
　それを聞いて私はとてもショックを受けまし
た。面白半分で来ているから誰も成功しない。
私は２度と視察は受け入れまいと思いました。
　その翌日、梅垣氏から依頼していたマニュア
ルが届きました。原稿は400ページにも上り
ましたが、私は既にやる気を失っており、記念
に自費で買い取りたいと言いました。梅垣氏か
ら「いくらで売る予定だったのか。」と聞かれ、
私は西自動車商会にちなんで「24万円」と答
えました。すると梅垣氏から、思いがけないお
言葉をいただきました。
　「このマニュアルはその10倍の 240万円の
価値がある。その金額を出してでもノウハウを
学びたい人にこそ伝えるべきではないか。」
　私はその言葉に突き動かされ、本当にノウハ
ウが必要な方へ届けたいと考えました。まずは
業界専門誌に広告を打ちマニュアルの販売を始
めたところ、予想以上の反響がありました。

　それで始めたのがボランタリーチェーンで
す。フランチャイズと違い、個々が独立した組
織であるため、加盟店は仲間として協力し合う
ことができます。また地域に密着したオリジナ
ルのサービスを展開することも可能です。横の
つながりを通して加盟店は全国へと拡大してい
きました。

御社の経営理念についてお聞かせください。
　当社の経営理念は「お客さまに安全で快適な
カーライフを提供する事で、地域社会に貢献す
ると共に、全従業員の物心両面の豊かさを実現
する。」です。
　当社は「生涯顧客化」の実現を目指していま
す。新車を購入してくれたお客様が、車検やメ
ンテナンスで再度訪れる。そして家族や知人を
紹介していただき、また新たなお取引につなが
る。そのような循環を生み出すことが大事だと
考えています。それを実現するためには、サー
ビス内容や技術面の向上に加え、社員の生活や
心の豊かさを育むことも重要であると考えま
す。経営理念の実現に向け社員教育に力を入れ
ています。

担当者が商品内容をわかりやすくご説明担当者が商品内容をわかりやすくご説明 保険や事故対応もワンストップにて可能保険や事故対応もワンストップにて可能

店内はアットホームなくつろぎの空間へ店内はアットホームなくつろぎの空間へ 車検の際はお客様立ち合いにてご説明車検の際はお客様立ち合いにてご説明
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社員教育として取り組んでいることをお聞かせ
ください。
　2009年、リーマン・ショックによる余波が
振りかかり、当社の新車販売台数は低迷しまし
た。社内でもコミュニケーションの不和が目立
ち始め、２度目の経営危機を迎えました。
　その時に出会ったのが、偉大な経営者である
稲盛和夫氏が塾長を務める「盛和塾」です。そ
こに参加した私は「京セラフィロソフィ」を学
び、「自身の心を磨く」ことを重視するその内
容にとても感銘を受けました。そしてそれを社
員へ共有すべく、新たにフィロソフィ勉強会を
開始しました。そこで社員はフィロソフィを読
み、感想をまとめ発表します。この取り組みに
より社員の意識に徐々に変化が見られました。
　その後、2019年にはこの京セラフィロソフィ
を当社に落とし込んだ「西自動車商会フィロソ
フィ」を社員が主体となって策定しました。こ
れが当社の行動指針となり、朝礼の場にて社員
皆で読み合わせています。また2020年からは
「フィロソフィ実践会」を実施し、現場でフィロ
ソフィを活用した事例を社員に発表させ、各々
の意識の醸成に努めています。

今後の展望についてお聞かせください。
　これから自動車は自動運転技術の発展やカー
ボンニュートラル化が進み、その機能が大きく
様変わりすると思います。それに伴い、関わる
メカニックの仕事も変わります。新たな技術に
対応できる人材を確保・育成するのが今後の課
題です。
　当社のフィロソフィの最初には「心をベース
として大家族主義で経営する」というものがあ
ります。従業員と一体となってこの環境課題に
向き合い、またチェーン加盟店とも協力しなが
ら、業界全体の発展に努めてまいります。

最後に
　当社は皆様に支えられ、ここまで発展してま
いりました。ともに支え合う取引業者の皆さま、
そして何より、私どもを支持してくださるお客
さまのおかけだと心より深く感謝いたします。
　激動する環境の中でも、お客さまのニーズに
的確に心を込めて対応し、地域社会へ貢献する。
そのような企業への飛躍を目指し、従業員一同
一層の努力をしてまいります。
　これからもご支援、ご協力を賜りますよう宜
しくお願い申し上げます。

法人概要

商　　　 号：

住 　 　 　  所 ：

連  絡  先 ：

創　　　　 業：

役 　 　 　 員：

従 業 員 数：

U　　R　　L：

事 業 内 容：

株式会社西自動車商会

沖縄県沖縄市字登川 2398

098-938-7255

1974 年３月

代表取締役：津嘉山　修

専務取締役：島袋　昌博

常務取締役：津嘉山　雅美

取締役部長：西平　陽子

120 名（2024 年 12 月）

https://www.nishijidosha.co.jp/

マイカーリース、新車・中古車販売、

車両買取、車検整備、鈑金塗装、

コーティング、自動車保険、生命保険、

乗るだけセットチェーン事業会社独自のフィロソフィを策定会社独自のフィロソフィを策定

稲盛和夫氏と津嘉山社長（盛和塾にて）稲盛和夫氏と津嘉山社長（盛和塾にて）



沖縄県の労働市場の構造変化と
今後の課題と展望
－2010年代以降の労働市場の7つの構造変化－

特集１ 1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

りゅうぎん総合研究所
客員研究員

金 城　毅

・復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、

1990年代まで低位で推移したが、2010年代に入

ると県内景気の長期拡大により、求人数は増加

基調が続いた。復帰後の有効求人倍率の推移を

みると、12～19年は求人倍率が大きく上昇して

いる。この背景には、県内景気の長期拡大に伴い

求人数が増加するとともに、失業者が減少した

ことにより、求職者数が減少に転じていること

がある。

・復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概ね7

つの局面に分けることができる。直近の局面

（2011年以降）は、県内景気の長期拡大により、失

業率は改善傾向に転じ、18年にはほぼ全国並み

になった。

・本県の労働市場の構造変化の一つは、2010年代

以降の県内景気の拡大により、失業者が減少を

続け、労働市場では人手不足の状況となったこ

とである。県内企業の欠員率は10年代に上昇を

続けている。求人側である事業所の求人平均賃

金は一貫して上昇傾向にある。

・労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢化

に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割合が

最も大きくなったことである。2023年の全産業

に占める割合は15.6％と、産業大分類では最も大

きな構成比となっている。当研究所の将来推計

によると、今後、必要となる老人福祉・介護事業

所の従業者数は、21年の2万8,606人から、50年に

は5万100人程度となる見通しである。

・労働市場の構造変化の三つ目は、需要不足失業

が減少した一方で、雇用のミスマッチなどによ

る構造的失業が高止まりしていることである。

人手不足が深刻化する中で、労働需要が高まっ

ているものの、求人側と求職側の希望や条件な

どのミスマッチにより、構造的な失業が解消し

ていないことが窺われる。

・労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労働

力人口の増加である。高齢者雇用安定法が施行

された2006年4月以降は60～64歳の労働力人口

が増加傾向に転じている。生産年齢人口が減少

して人手不足が深刻化する中、高齢就業者の増

加により、労働力人口は増加を続けている。

・労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働市

場への参入の増加である。非労働力人口をみる

と、家事が減少傾向にあり、特に10年代後半以降

は減少傾向が強まっている。更に本県では近年、

女子の大学進学率が男子を上回り、女性の社会

進出が増加していることも背景にある。

・労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就業

者の増加である。県内の在留外国人も増加傾向

にある。政府は単純労働の分野についても外国

人労働者の受け入れを拡大するため、「特定技

能」を創設した。分野別では、飲食料品製造が最

も多く、次いで、介護、外食、農業、建設などと

なっている。

・労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の変

化である。足元の人口の減少数はまだ緩やかで

あるが、今後は少子高齢化の進展により、減少数

が加速することが見込まれる。この人口動態の

変化が今後の県内の労働市場に最も大きな影響

を及ぼす。また、今後は後期高齢者が増加するこ

とから、高齢者の参入も限界に近付くものと見

込まれる。

・労働市場の課題としては、まず、少子高齢化、人

口減少への対応である。当研究所の将来人口の

推計によると2030年代後半以降は減少のスピー

ドが加速する見通しとなっている。当面は人口

減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕組

みを考えざるを得ないが、より長期的な視点に

立ったうえで経済社会を持続可能なものにする

ための様々な施策に取組み続ける必要がある。

・また、本県でも外国人労働者は増加しているが、

県内で日本語などを勉強した在留外国人材が卒

業後は県外に流出している。基本的技能を身に

つけた外国人材が、その後も県内に留まるよう

に、専門学校や外国人材の就労機会の拡充を進

めていく必要がある。

・そして、今後の労働力人口の減少に伴う人手不

足に対しては、社会経済のデジタル化を進めて

いくことが不可欠であり、中高齢者のデジタル

技術の活用に対するリテラシーの向上も不可欠

である。また、労働移動の流動性を高めるととも

に、親の介護や子育て支援なども含め、働き方の

改革を一層進めていくことが重要である。

要　　旨

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

図表2　有効求人倍率の上昇幅に対する求人側と求職側の要因の寄与度

図表3　完全失業率（沖縄県、全国）

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。
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（出所）総務省、沖縄県「労働力調査」

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

 

求人要因 求職要因

1987～1989年 88.3 11.7 0.29

1999～2006年 138.6 -38.6 0.27

2012～2019年 64.0 36.0 0.90

2022～2023年 83.4 16.6 0.31

(備考）時間による変化分を微分して求めたが、データが年次のため、

　　　　両要因の寄与度の合計は、厳密には求人倍率の上昇幅と完全

　　　　に一致はしないことに留意する必要がある。

寄与率（％） 求人倍率
の上昇幅
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

図表1　復帰後の有効求人数と有効求職数および有効求人倍率の推移

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

図表2　有効求人倍率の上昇幅に対する求人側と求職側の要因の寄与度

図表3　完全失業率（沖縄県、全国）

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。
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（出所）総務省、沖縄県「労働力調査」

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

 

求人要因 求職要因

1987～1989年 88.3 11.7 0.29

1999～2006年 138.6 -38.6 0.27

2012～2019年 64.0 36.0 0.90

2022～2023年 83.4 16.6 0.31

(備考）時間による変化分を微分して求めたが、データが年次のため、

　　　　両要因の寄与度の合計は、厳密には求人倍率の上昇幅と完全

　　　　に一致はしないことに留意する必要がある。

寄与率（％） 求人倍率
の上昇幅

有効求人倍率
の上昇期間
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表5　県内企業の欠員率

図表6　事業所の求人平均賃金（常用・フルタイム、月給）

図表4　業況判断と雇用人員判断

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。
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（備考）月次の求人平均賃金は求人件数の単純平均であり、件数ごとの求人数で加重平均したものではない。

後方3か月移動平均はりゅうぎん総合研究所による。

（資料）沖縄労働局「職業安定業務統計」

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

0

1

2

3

4

5

1972 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

（％）

（年）
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「職業安定業務統計」（沖縄労働局）、「労働力調査」（沖縄県統計課）を用いてりゅうぎん総合研究所が作成。

1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表5　県内企業の欠員率

図表6　事業所の求人平均賃金（常用・フルタイム、月給）

図表4　業況判断と雇用人員判断

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。
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求人平均賃金（月給、後方3か月移動平均、左軸） 前年同月比（右軸）（千円） （％）
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（備考）月次の求人平均賃金は求人件数の単純平均であり、件数ごとの求人数で加重平均したものではない。

後方3か月移動平均はりゅうぎん総合研究所による。

（資料）沖縄労働局「職業安定業務統計」

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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（備考）欠員率＝（有効求人数－県内就職件数）/（雇用者数＋有効求人数－県内就職件数）×100。季節調整は筆者による。

「職業安定業務統計」（沖縄労働局）、「労働力調査」（沖縄県統計課）を用いてりゅうぎん総合研究所が作成。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表9　今後、必要となる老人福祉・介護事業の従業者数の将来推計

図表8　老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者数

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

　　　　（年） 2009 21 09～21

老人福祉・介護事業 659 1,420 761

特別養護老人ホーム 52 69 17

介護老人保健施設 39 49 10

通所・短期入所介護事業 192 656 464

訪問介護事業 141 166 25

認知症老人グループホーム 26 77 51

有料老人ホーム 44 180 136

その他の老人福祉・介護事業 86 223 137

　　　　（年） 2009 21 09～21

老人福祉・介護事業 15,769 28,606 12,837

特別養護老人ホーム 4,342 4,649 307

介護老人保健施設 3,551 3,925 374

通所・短期入所介護事業 2,849 11,534 8,685

訪問介護事業 2,388 2,571 183

認知症老人グループホーム 290 884 594

有料老人ホーム 604 2,800 2,196

その他の老人福祉・介護事業 918 2,243 1,325

（資料）総務省「経済センサス」
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（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表7　産業別就業者数

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（単位：千人、％）

年次 2010 15 20 23
構成比
（23）

増減数
(2008～

23)

622 664 727 758 100.0 158

総数 35 30 28 28 3.7 -5

農業、林業 33 27 25 25 3.3 -3

漁業 2 3 3 3 0.4 -2

総数 96 103 105 100 13.2 0

鉱業、採石・砂利採取業 0 0 0 0 0.0 0

建設業 65 72 69 67 8.8 -1

製造業 31 31 36 33 4.4 1

総数 487 521 584 618 81.5 154

電気・ガス・熱供給・水道業 3 3 4 4 0.5 1

情報通信業 14 15 19 20 6.6 6

運輸・郵便業 33 29 32 30 4.0 -1

卸売業、小売業　　　　 102 106 107 109 14.4 10

金融業、保険業、不動産業 24 27 32 31 4.1 7

学術研究、専門・技術サービス業 19 20 25 28 3.7 10

宿泊業、飲食サービス業 54 56 62 75 9.9 23

生活関連サービス業、娯楽業 27 26 30 32 4.2 6

教育、学習支援業 33 38 42 47 6.2 13

医療、福祉 80 100 116 118 15.6 47

サービス業、複合サービス業 63 65 74 76 10.0 19

公務 35 36 41 48 6.3 13

（備考）各産業の構成比の合計は有効桁数の関係で全産業の構成比とは一致しない。

（出所）総務省「労働力調査」
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（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表9　今後、必要となる老人福祉・介護事業の従業者数の将来推計

図表8　老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者数

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

　　　　（年） 2009 21 09～21

老人福祉・介護事業 659 1,420 761

特別養護老人ホーム 52 69 17

介護老人保健施設 39 49 10

通所・短期入所介護事業 192 656 464

訪問介護事業 141 166 25

認知症老人グループホーム 26 77 51

有料老人ホーム 44 180 136

その他の老人福祉・介護事業 86 223 137

　　　　（年） 2009 21 09～21

老人福祉・介護事業 15,769 28,606 12,837

特別養護老人ホーム 4,342 4,649 307

介護老人保健施設 3,551 3,925 374

通所・短期入所介護事業 2,849 11,534 8,685

訪問介護事業 2,388 2,571 183

認知症老人グループホーム 290 884 594

有料老人ホーム 604 2,800 2,196

その他の老人福祉・介護事業 918 2,243 1,325

（資料）総務省「経済センサス」
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（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表11　雇用のミスマッチ指標

図表12　高齢者の労働力人口

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。
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（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表10　需要不足失業率と構造的失業率

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。
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（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表11　雇用のミスマッチ指標

図表12　高齢者の労働力人口

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。
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（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

15

特 集１



1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表13　男女別、年齢階級別の労働力人口比率

図表14　非労働力人口

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（沖縄県、男性）

（出所）沖縄県「労働力調査」
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（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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（資料）厚生労働省、沖縄労働局「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

図表15　男女別の大学進学率

図表16　外国人労働者の雇用状況

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

20

30

40

50

60

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

大学進学率（男） 大学進学率（女）（％）

（年）

(備考）各年３月卒の卒業生に占める4年制大学への進学率。

(資料）文部科学省「学校基本調査」

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

図表19　出生数、死亡数、自然増減

図表20　将来推計人口（2022年7月推計）

図表21　年齢3区分別の将来推計人口（22年7月推計）

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

図表17　在留資格別の外国人

図表18　特定技能の外国人（第1号）

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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（千人） （千人）

（単位：人）

年 総数
介護
分野

ビルク
リーニン
グ分野

素形材・
産業機
械・電気
電子情
報関連
製造業
分野

建設
分野

造船・舶
用工業
分野

自動車
整備分

野

航空
分野

宿泊
分野

農業
分野

漁業
分野

飲食料
品製造
業分野

外食業
分野

2019 14 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 1

2020 167 4 0 2 6 0 0 0 3 59 1 84 8

2021 438 80 23 3 36 0 4 0 7 119 1 142 23

2022 1,178 183 86 2 120 0 23 0 9 361 29 281 84

2023 2,083 365 118 6 247 0 22 0 16 496 56 449 308

2024.6 2,445 491 134 6 276 0 27 4 22 457 52 495 481

（備考）各年12月末、2024年は6月末

（出所）出入国管理庁「特定技能在留外国人数」
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

図表19　出生数、死亡数、自然増減

図表20　将来推計人口（2022年7月推計）

図表21　年齢3区分別の将来推計人口（22年7月推計）

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表23　在留外国人の社会増減（15～29歳）

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

図表22　65～74歳人口と75歳以上人口の将来推計（22年7月推計）

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

0

100

200

300

400

500

2020 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

65～74歳 75歳以上（千人）

（備考）りゅうぎん総合研究所による推計

（年）

20

特 集１



1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

図表23　在留外国人の社会増減（15～29歳）

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

需要不足失業率の上昇

需要不足失業率の低下

構造的失業率の上昇

構造的失業率の低下

1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

ＵＶ曲線

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。
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1．はじめに

　復帰後の沖縄県の労働市場は、復帰に伴う軍
雇用者の大量解雇や復帰不安による新規採用
の手控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発
による失業者の増加などで、失業率が急上昇し
た。その後、失業率は長期に亘り全国を大きく
上回る水準で推移した。しかし、2010年代に
入ると、インバウンドを含む入域観光客数の増
加や沖縄振興予算の増額、高水準の建設投資な
どにより、県内景気は長期に亘る拡大が続いた
ことから、雇用情勢は改善を続け、失業率は20
年頃にはほぼ全国並みに近付き、足元では人手
不足が深刻化している。
　このような状況下、これまで全国で唯一、人
口の自然増が続いていた本県も、22年には死
亡数が出生数を上回り、復帰後はじめて自然減
に転じた。本県も人口減少局面に入ったとみら

れ、今後は労働力人口の減少が見込まれる。こ
うした本県を取り巻く経済情勢や人口動態の
変化は、2010年代に入り、本県の労働市場に
も構造的な変化をもたらしている。そこで、以
下では、本県の労働市場の構造変化の状況を分
析し、今後の課題と展望について考察した。

2．復帰後の沖縄県の求人動向と求職動向

2-1．求人数と求職数および求人倍率の推移

　復帰後の本県の有効求人数の推移をみると、
中小零細企業が多いこともあり、1990年代ま
で低位で推移している（図表1）。この間、バブル
景気となった80年代後半は86年の4,195人
（月平均）から89年に8,631人まで増加したが、
バブル崩壊後は再び減少している。2000年代
に入ると、事業規模が大きい企業が増えてきた
こともあり、求人数が増加基調で推移した。

　2000年代後半には景気の後退により求人数
が減少に転じたが、10年代に入ると11年の東日
本大震災の後、長期に亘る景気拡大により、求人
数は増加基調が続いた。20年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により求人数が大きく減少した
が、22年以降は再び持ち直している。
　一方、有効求職者数をみると、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や復帰不安による新規採用の手
控え、沖縄国際海洋博覧会後の倒産の多発など
で失業者が増加したことから、求人数を大きく
上回る状況が長期に亘って続いた。この結果、有
効求人倍率は求人数と求職者数が同水準となる
1.0倍を大きく下回って推移した。
　ところで、復帰後の有効求人倍率の推移をみ
ると、求人倍率が一定期間に亘って上昇した時
期が4回ほどある。バブル景気となった1987～
89年と緩やかな景気拡大がみられた99～
2006年、県経済が長期に亘り景気拡大を続けた

12～19年、コロナ禍後の県内景気が持ち直した
22年以降である。ここで特徴的なのは、3回目の
求人倍率の上昇局面では求人数が大きく増加し
ているのに加えて、求職者数が大きく減少して
いることである。この背景には、図表3に示して
いるように、2010年代以降の県内景気の長期に
亘る拡大に伴い失業者が減少したことにより、
求職者数が減少に転じていることがある。すな
わち、県内の労働市場において、これまでと異な
り失業者の長期に亘る減少が続いたことから、
求職者数が減少傾向に転じたといった労働市場
の構造的な変化がみられる。
　求人倍率の4回の上昇期間の求人倍率の上昇
幅に対する求人側と求職側の寄与率をみると、
3回目の上昇期間となった2012～19年は求人
側の寄与率が6割強で、求職側の寄与率が4割弱
となっており、他の3回の期間と比し、求職側の
寄与率が占める割合が高くなっている（図表2）。

2-2．復帰後の失業率の推移

　復帰後の完全失業率の推移を概観すると、概
ね以下の7つの局面に分けることができる。
（1972～77年）

－失業率は1972年の3.7％から77年には6.8％

まで急上昇－

　この時期は前述したように、復帰に伴う軍雇
用者の大量解雇や県内企業の採用手控えと人
員削減、沖縄国際海洋博覧会関連の過剰投資に
よる倒産の多発により、失業率が急上昇した
（図表3）。
（1978～87年）

－失業率は概ね5％前後で推移－

　この時期は、県内景気が回復基調で推移し、

就業者数が増加したものの、労働力人口もほぼ
同じ伸びで増加したことから、失業率は横ばい
で推移した。
（1988～91年）

－失業率は4％台に低下－

　1980年代後半から90年代初め頃には、バブ
ル景気による高水準の建設投資や国内観光客
の増加による県内景気の拡大、及び全国的な景
気拡大による人手不足を背景とした高賃金に
惹かれての県外への転出超過により、県内での
求職者数が減少したことなどから失業率が低
下した。

（1992～2002年）

－失業率は再び上昇傾向に転じ、99年には8％

台まで上昇－

　1990年代はバブル崩壊後の県経済の長期
停滞により就業者の伸びが鈍化した一方で、労
働力人口が人口の増加を背景に高い伸びで推
移したことから、失業率が上昇傾向に転じた。

また、90年代後半から全国で求人側と求職者
側のミスマッチなどによる構造的失業率が高
まり、県内でも90年代末頃から構造的失業率
が高まった。本県では、県内における生産年齢
人口の増加や全国での雇用調整による県外就
業者の県内への転入も影響して、労働力人口が
堅調な伸びを続けた。一方、就業者数は全国と

3-2．高齢化に伴う医療・福祉分野の就業者の
増加
　労働市場の構造変化の二つ目は、人口の高齢
化に伴い、就業者に占める医療・福祉分野の割
合が最も大きくなったことである。本県の高齢
化の動向をみると、2012年に65歳以上の老年
人口が15歳未満の年少人口を上回った。この
高齢者人口の増加に伴い、医療・福祉に従事す
る就業者数が増加している。就業者数は2010
年の8万人から23年には11万8千人と4万7千
人増加しており、全産業に占める割合は
15.6％と、産業大分類では最も大きな構成比
となっている（図表7）。なお、医療・福祉には保
育園なども含まれているため、経済センサスで
老人福祉・介護事業の事業所数（民営）と従業者
数をみると、老人福祉・介護事業所数（民営）は
2009年の659事業所から21年には1,420事
業所と、12年間で2倍以上となっている（図表
8）。特に増加しているのが通所・短期入所介護

事業で09年の192事業所から21年には656
事業所と3倍以上に増加し、同分野の事業所の
46.2％と半数近くを占めている。次いで有料
老人ホームが180事業所で12.7％、訪問介護
事業が166事業所で11.7％を占め、この3事業
の事業所数で全体の70.6％と7割を占めてい
る。この老人福祉・介護事業所の増加に伴い、こ
れらの施設で働く従業者も増加している。09
年には1万5,769人であったが、21年には2万
8,606人と約1.8倍に増加している。増加数が
最も多いのは通所・短期入所介護事業で、09年
の2,849人から21年には1万1,534人と約4倍
に増加し、事業所数の増加率を超えており、1
事業所の規模が大きくなっていることが窺え
る。また、21年の従業者数では特別養老老人
ホームが4,649人で2番目に多く、次いで介護
老人保健施設が3,925人で、施設規模の大きさ
が反映されている。

同様に伸びが鈍化したことから、失業率は上昇
傾向に転じ、2001年には復帰後で最も高い
8.4％を記録した。雇用形態においても非正規
雇用者の採用が増加し、就業者に占める非正規
雇用者の比率も高まった。
（2003～10年）

－失業率は緩やかに低下しつつも、概ね7％台

で高止まり－

　2000年代は、02～07年に日本の戦後最長
の景気回復期間となったが「実感なき景気回
復」の様相を呈した。本県の失業率も緩やかに
低下したが、08年9月にはリーマンショクが起
こり、09年は全国の失業率が上昇した。本県で
はリーマンショックによる県外での雇い止め
により派遣・契約社員などが県内に戻り、県内
における失業率が高止まった。本県、全国とも
構造的失業率が07年頃には低下傾向を示した
が、08年以降は下げ止まっており、これが失業
率が高止まりした要因とみられる。
（2011年以降）

－失業率は改善傾向に転じ、18年は3.4％まで

低下し、ほぼ全国並みに。19年末の新型コロナ

で上昇したが、22年以降は再び改善傾向で推

移－

　2010年代は、県内景気が東日本大震災後の
11年4～6月期を底に回復し、全国の景気回復
が緩慢な中、19年に至るまで拡大を続けた。
11年以降の長期にわたる景気拡大局面の要因
としては、訪日観光客を含む入域観光客数の大
幅な増加や沖縄振興予算の増額、住宅や宿泊・
商業施設など建設投資の高水準での推移、好調
な個人消費などが挙げられる。この長期にわた
る県内景気の拡大のほか、沖縄振興策による情
報通信関連企業の立地件数の増加や拡大する
アジア市場に近い地理的優位性とその需要を
取り込む県のアジア経済戦略に着目した県外
企業の進出などにより、県内の求人数が増加を
続け、就業者数も増加を続けた。さらに、これら
の要因に加えて本県でも高齢化に伴う医療、福
祉需要が増加しており、この分野でも求人が大
きく増加するなど、幅広い業種で求人が増加し

た。県内の雇用情勢は大きく改善し、失業率も
全国平均に近づくまで低下し、幅広い分野で人
手不足が深刻化した。労働市場をみると、人手
不足の中で求人数が増加するだけではなく、失
業者の減少に伴い求職者数が減少する状況と
なった。
　しかし、19年末に中国で発生した新型コロ
ナウイルスの世界中での感染拡大は、人の移動
制限や外出自粛により、訪日外国客の増加に
よって好調に推移していた県経済に大きな打
撃となった。本県の主要産業である宿泊業、飲
食サービス業などを中心に業況が悪化し、全国
の中でもより厳しい情勢となった。それまで改
善を続けていた雇用情勢も休業者や解雇者が
増加し、求人数が減少するなど悪化に転じた。
完全失業率は19年に2.7％まで改善していた
が、20年に3.3％に上昇し、21年は3.7％と
なった。なお、需要の大幅な減少にもかかわら
ず失業率の上昇が抑えられたのは、政府が新型
コロナウイルス対策として雇用調整助成金の
特例措置を実施し、これによって多くの雇用者
が休業扱いとなり、失業を免れたことによる。
22年には県内景気がコロナ禍前の水準に回復
してきたことに伴い、失業率は改善傾向にあ
る。

3．本県の労働市場の構造変化

3-1．景気の長期拡大に伴う失業者の減少と人

手不足

　本県の労働市場の構造変化の一つは、2010
年代以降の県内景気の長期に及ぶ拡大により、
失業者が減少を続け、労働市場では人手不足の
状況となったことである（図表4）。日本銀行那
覇支店の県内企業短期経済観測調査（短観）を
みると、東日本大震災後の県内景気の拡大に伴
い、企業の雇用判断D.I.は不足超に転じ、不足超
幅が年々拡大している。20年は新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による県内景気の悪
化で、雇用情勢も不足超幅が大きく縮小した
が、コロナ禍後の景気の持ち直しで再び不足超
幅が拡大し、コロナ禍前の水準に戻っている。

　当研究所では、高齢者人口の将来推計結果に
基づき、将来の要介護・要支援者数を推計し、本
県の老人福祉・介護事業分野で今後、更に必要
となる労働需要を推計してみた。推計にあたっ
ては、将来の年齢階級別の人口当たりの要介
護・要支援者数の比率が現状と同じであると仮
定し、また、要介護・要支援認定者数に対する老

人福祉・介護事業所の従業者数の比率も現状と
同じであると仮定して、同分野の将来の労働需
要を推計した。
　推計結果によると、今後、必要となる老人福
祉・介護事業所の従業者数は、2021年（実績
値）の2万8,606人から増加を続け、50年には5
万100人程度となる見通しである（図表9）。

3-3．需要不足失業の解消と構造的失業の高止

まり

　労働市場の構造変化の三つ目は、2010年代
の長期に及ぶ景気拡大で、需要不足失業が減少
した一方で、雇用のミスマッチなどによる構造

的失業が高止まりしていることである。失業は
発生する原因によって労働需要不足による失
業と求人側や求職側の希望や条件などのミス
マッチなどによる構造的な失業がある。ここで
は需要不足失業と構造的失業に分ける手法の

　また、県内企業の欠員率（必要とする従業員
数に対して不足している従業員の割合）をみる
と、10年代に上昇傾向を続け、新型コロナウイ
ルスの影響で低下したものの、県内景気の回復
に伴い、再び上昇している（図表5）。なお、23年

以降の欠員率は低下傾向に転じているが、これ
は最低賃金の引き上げや人手不足の深刻化で
　雇用が確保できなかったことから、中小・零
細企業を中心に新規の採用を手控えたことが
影響している可能性がある。

　県内の賃金の動向を2015年以降でみると、
求人側である事業所の求人平均賃金は、一貫し
て上昇傾向にあり、新型コロナウイルスの感染
が拡大した20年においても上昇を続けた。近

年の人手不足の深刻化に加え、最低賃金の引き
上げなどで名目の賃金は上昇を続けており、今
後もこの上昇傾向は続くものと見込まれる（図
表6）。

3-5．女性の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の五つ目は、女性の労働
力人口の増加である。非労働力人口をみると、
家事が2000年代以降、減少傾向にあり、特に
10年代後半以降は減少傾向が強まっている
（図表14）。これは、非正規社員の増加に伴い、

世帯主の収入を補うために、これまで専業主婦
であった配偶者の就業が増加したものと推察
される。更に、本県では近年、女子の大学進学率
が男子を上回っており、女性の社会進出が増加
していることも背景にあるとみられる（図表
15）

3-6．在留外国人の増加
　労働市場の構造変化の六つ目は、外国人の就
業者の増加である。沖縄労働局の「外国人雇用
状況」の届出状況によると、2023年10月末の
県内の外国人労働者数は1万4,406人で、前年
比2,677人、22.8％の増加となった（図表16）。
07年に届出が義務化されて以来、過去最高を
更新している。また、外国人労働者を雇用する
事業所数は3,029か所で、前年比278か所、
10.1％の増加となり、事業所数も過去最高を
更新している。
　日本に在留する外国人に対しては、出入国管
理法によりその外国人が行う活動内容や日本
において有する身分・地位に応じて資格が付与
されており、この在留資格ごとに在留期間や活
動内容が決められている。在留資格には大きく
分けて①「永住者」や「日本人の配偶者等」など、
日本人と同じように就労などの活動に制限が
ない身分・地位に基づく在留資格、②「技術・人
文知識・国際業務（技術者や通訳、語学教師な
ど）」や「技能実習」、「教授」、「興行」など、定めら

れた範囲や職種で就労が認められる在留資格、
③「留学」や「家族滞在（就労資格等で在留する
外国人の配偶者、子）」など、就労が認められな
い在留資格（ただし、留学生等の場合は資格外
活動として一定の範囲内で就労が認められ
る）、④「特定活動（外交官等の家事使用人、ワー
キングホリデーなど）」としての在留資格があ
り、このほか第二次大戦前から居住している在
日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」としての在留
資格がある。労働者以外も含めて、県内に在留
する外国人も増加傾向にある（図表17）。23年
末の在留外国人は2万5,447人で、前年末比
14.4％増加した。在留資格別でみると、永住者
が6,004人で最も多く、次いで留学が3,624
人、技術・人文知識・国際業務が2,818人、技能
実習が2,811人、などとなっている。なお、これ
らの在留資格のうち、留学は前述したように、
生活費を賄うために資格外活動として一定の
範囲内で就労が認められており、この留学生が
コンビニエンスストアや飲食店などで貴重な
戦力となっている。

ひとつであるUV分析（失業・欠員分析）を用い
て、本県の失業の要因を分析してみた。分析結
果（図表10）によると、10年代の長期に及ぶ景
気拡大に伴い、需要不足失業が大きく低下して
おり、これが本県の失業率の低下に大きく寄与
したことがわかる。

一方、構造的な失業率は10年代以降、概ね横ば
いで推移している。人手不足が深刻化する中
で、労働需要が高まっているものの、求人側と
求職側の希望や条件などのミスマッチにより、
構造的な失業が解消していないことが窺われ
る。

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求人
内容と異なることが挙げられる。ここでは、年
齢や地域、職業による労働需給のミスマッチに
ついて、3つのミスマッチ指標により分析し
た。まず、年齢間のミスマッチ指標をみると
2008年度をピークに縮小している（図表11）。
若年失業者の減少で求職者に占める同年代の
求職者の割合が低下するとともに、求人側も同
年代の雇用者の確保が難しくなる中、深刻化す
る人手不足に対応するため高齢者の求人を増
やし、その割合が高まっていることが年齢間ミ
スマッチが縮小している背景にある。また、高
年齢者雇用安定法の改正で高年齢者の継続雇
用の義務が企業に課せられたことも年齢間の
ミスマッチの縮小に寄与している。しかし、新
型コロナウイルスの感染が拡大した20年度以
降は緩やかながら上昇に転じている。これまで
増加していた高齢者の就業者が感染を恐れて
労働市場から退出し、高齢就業者の確保が難し
くなったことが影響している可能性が高い。次

に、地域間のミスマッチ指標は11年度から15
年度にかけて拡大したが、16年度以降は縮小
に転じている。近年は中部地域で大型商業施設
が開業し、同地域での求人数が増加したことな
ども影響しているとみられる。この地域間のミ
スマッチ指標もコロナ禍で上昇に転じており、
求人数の減少などが影響した可能性がある。ま
た、職業間のミスマッチは12年度以降、緩やか
に縮小していたが、17年度は拡大し、基調とし
て高止まりしている。この職種間のミスマッチ
は20年度に拡大しているが、専門的・技術的職
業でミスマッチが拡大しており、内訳でみると
医療、福祉や情報通信などでミスマッチが拡大
している。医療、福祉は新型コロナウイルスの
感染拡大で求職者が減少し、情報通信では求人
数の減少が影響したことが影響している。な
お、23年度のデータが未公表のため、足元の動
向は不明であるが、コロナ禍の収束に伴い、年
齢間や地域間のミスマッチは改善してきてい
ると推察される。

3-4．高齢者の労働力人口の増加
　労働市場の構造変化の四つ目は、高齢者の労
働力人口の増加である。65歳までの雇用確保
措置を義務化（対象者は限定可能）した高齢者
雇用安定法が施行された2006年4月以降をみ
ると60～64歳の労働力人口が増加傾向に転
じている（図表12）。この世代は第１次ベビー
ブーム世代で人口が多いこともあり、定年後も
就労を続けていることが窺える。また、継続雇
用について希望者全員を対象とした改正法が
施行された13年4月以降をみると65～69歳

の労働力人口が増加している。これも第１次ベ
ビーブーム世代が65歳以上になったことが影
響しているが、同世代の労働力人口は13年の2
万人から23年には4万6千人と2倍以上に増加
している。更に、10年代半ば以降は70歳以上
の労働力人口も増加傾向にある。年金だけでは
生活が厳しいことや働く意欲の高い高齢者が
多いことが背景にある。生産年齢人口が減少し
て人手不足が深刻化する中、こうした高齢就業
者の増加により、労働力人口は増加を続けてい
る。

　年齢階級別の人口に占める労働力人口の比
率をみると、男性は60歳以上で労働力人口比
率が高まっており、特に65～69歳の比率が大
きく上昇している（図表13）。また、女性は各年

齢階級で上昇しているが、特に60歳以上の比
率が大きく上昇している。総じてみると、男女
とも高齢層での労働力人口比率が上昇してい
ることがわかる。

4．労働市場の課題と展望
4-1．少子高齢化、人口減少への対応

　労働市場の大きな課題は、少子高齢化と人口
減少への対応である。足元の人口減少はまだ緩
やかであるため、社会全体に及ぼす影響は限定
的である。しかし、当研究所の将来人口の推計
結果をみると、2030年代後半以降は減少のス
ピードが徐々に加速する見通しとなっている。
そして、人口減少とともに大きく変化するの
は、高齢者人口比率の上昇である。年齢構成の
変化は、経済の需要と供給のバランスに影響を
及ぼす。供給面での大きな変化は就労能力に関
するものである。今後は高齢者の中でも後期高
齢者が増加し、健康面からも就労できる人は大
きく減少する。一方、経済の需要面からは、高齢
化に伴い医療・介護サービスの需要が急速に増
える。この人手を介するサービスへの需要が高
まることで、労働市場や財・サービス市場の需
給に大きな影響を及ぼすことが見込まれる。
　本県においても出産適齢期の女性人口が減
少傾向にあるため、出生率が多少上昇したくら
いでは出生数の増加は望めない。また、出生数
が増加しても、労働力人口になるまでには20
年近く要することになる。よって、当面は人口
減少を前提としたうえで新たな社会経済の仕
組みを考えざるを得ない。このため、今後は人
手不足から日常生活においてサービスの低下
をある程度受入れざるを得なくなる。これにつ
いては、デジタル化などで対応していく必要が
ある。
　ただし、当面は人口減少を前提にするとして
も、より長期的な視点に立ったうえで経済社会
を持続可能なものにするためには、将来の出生

率を上昇させていく様々な施策に取組み続け
る必要がある。出生率の低下の主な要因が婚姻
率の低下である以上、政策としては経済的な理
由で結婚が出来ない、または出産をためらう夫
婦に対する経済的な支援策をこれまで以上に
大胆に進めていく必要がある。国際比較をする
と、我が国の出産や子育てに関する政府支出は
まだ少なく、家族関連の支出や支援施策をもっ
と拡充していくべきである。

4-2．外国人の受入拡大と課題

　人口減少に伴う労働力人口の減少に対して
は、外国人労働者の受入れを拡大する必要があ
る。政府も様々な問題を抱えている技能実習制
度の見直しや単純労働者の受け入れを拡大す
る特定技能の創設などで外国人労働者を増や
す政策を進めている。この結果、在留外国人は
近年、増加傾向にあり、前述したように本県で
も増加基調を続けている。しかし、ここで本県
の在留外国人の人口移動を総務省の「住民基本
台帳人口移動報告」でみると、2020年から21
年にかけては、新型コロナウイルスの流行の影
響もみられるが、22年から23年には15歳～
24歳までは国内移動が本県では転入超となっ
ているが、25歳～29歳では県外（国内）へ転出
超となっている（図表23）。この人口移動には
国外からの転入者と国外への転出者は含まれ
ていないが、国内を経由して県内に転入した在
留外国人が日本語学校などを卒業した後は県
外の専門学校に進学したり、専門分野の在留資
格を取得して県外に就職するケースが多いと
みられる。こうした傾向はコロナ禍前からもみ
られ、在留外国人の他都道府県への転出超の傾

向が続いていた。すなわち、県内で日本語など
を勉強した在留外国人材が卒業後は県外に流
出していることになり、基本的技能を身につけ
た外国人材が、その後も県内に留まるように、
専門学校の設置や外国人材の就労機会の拡充
を進めていく必要がある。
　また、県内に留まってもらうためにも、外国
人を労働力としてだけではなく生活者として
受入れ、地域でのコミュニティーを強化し、支
え合い共生できる社会を形成していくことが

重要になる。就労支援だけでなく日本語教育や
子供の学校、住居、医療、社会保障など生活全般
について更なる環境整備も進めなければなら
ず、そのサポート体制の構築に向けて官民が連
携して取り組む必要がある。このような外国人
材の受入環境の整備に加え、多文化との交流に
より多様な価値観を持つ外国人との共存が可
能となる社会を形成していくことで、本県がコ
ロナ禍後も選ばれる地域となる。

4-3．デジタル化による労働生産性の向上

　今後の労働力人口の減少に伴う人手不足に
対しては、社会経済のデジタル化を進めていく
ことが不可欠である。特に高齢化により、今後
少なくなっていく労働力人口が医療・介護分野
にますます吸収されていくため、医療・介護分
野も含めてデジタル化は喫緊の課題である。そ
のためには、高齢者にもやさしいデジタル技術
の開発とともに、中高齢者のデジタル技術の利
活用に対するリテラシーの向上も不可欠であ
る。近年はAIの利活用が進んできているが、IT
に比べると、AIに対するリテラシーはそれほど
高くなく、利用者にとっては扱い易いことか
ら、今後はAIの利活用を促す必要がある。少子
化により教育機関で学生数が減少する中、大学
等におけるリカレント教育としてこうした分
野の講座などを拡充することが望ましく、政府
もこうした分野への支援策を進めていくべき
である。

4-4．働き方改革の推進

　今後は労働移動の流動性を高め、より生産性
が高く、成長性の高い分野への労働力の移動を
促すため、官民一体となった労働市場の制度改

革に取り組む必要がある。そして、親の介護や
子育て支援などに対応するためにもテレワー
クを進めていかねばならない。特に企業経営を
担う世代の介護離職は、企業にとって喫緊の課
題である。また、人材が不足している地方の中
小零細企業へのサポートや収入を補填するた
めに副業を推進するなど、働き方の改革を一層
進めていくことが労働市場の構造変化に対す
る取組みとして重要である。今般、年収が103
万円を超えると税金や社会保険料の負担が生
じる、いわゆる「103万円の壁」が政権与党であ
る自由民主党および公明党と野党である国民
民主党の間で議論されている。配偶者のいる女
性の給与収入分布に関する実証研究によると、
年収103万円を超えると働く層が極端に少な
くなっており、こうした研究結果からも年収の
壁を引上げれば労働供給が増えるのは確かで
ある。与党が合意したこともあり、今後は女性
の就業時間の増加による労働力の実質的な増
加が見込まれる。財源の問題があり、一挙に
178万円まで引上げることは難しいものの、他
の予算をある程度削減しても一定額の引き上
げは必要であり、働き方改革に資することが期
待できる。

（付注）　

（1）　ＵＶ分析

　UV 分析は、失業を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業に分けるために用いられる手法で
あり、U は失業（Unemployment）で需要不足
を、Vは欠員（Vacancies）で需要超過を示す。
ここで失業の指標には自営業主などを除いた
雇用失業率を用い、また欠員の指標には欠員率
を用いる。縦軸に雇用失業率、横軸に欠員率を
とって両者の関係を図示すると、一般に、欠員
が増えると失業は減り、欠員が減ると失業は増
加するから、両者の関係は右下がりの曲線とし
て描かれる。この失業（U）と欠員（V）の関係を
示す曲線を一般にUV曲線という。45度線の失
業率と欠員率が一致しているときの失業率が
構造的・摩擦的失業率であり、これを均衡失業
率と呼ぶ。雇用のミスマッチなど構造的失業要
因が拡大すると曲線は右上にシフトし、縮小す
ると左下にシフトする。

均衡失業率（構造的・摩擦的失業率）及び需要不

足失業率の推計方法

・雇用失業率(ｕ)＝完全失業者数／(完全失業
者数＋雇用者数)

・欠員率(ｖ)＝(有効求人数－就職件数)／｛(有
効求人数－就職件数)＋雇用者数｝
雇用失業率と欠員率を用いて、UV曲線を①式
のように定式化し、最小二乗法で推定する。
ln(ｕ)＝α＋βln(ｖ)　・・・①
※右下がりの曲線なのでβはマイナス値とな
る。
この推計結果を用いて、次式より均衡失業率を
算出する。
ｕとｖが等しくなる均衡失業率をｕ＊とする
と①より
ln(ｕ＊)＝α＋βln(ｕ＊)　・・・②
②－①より
ln(ｕ＊)＝{ln(ｕ)－βln(ｖ)}／(1－β)　・・・③
③式の右辺に、推定されたβと各期のｕ、ｖの
値を入れ、各期のｕ＊を求める。
ここで均衡失業者数をU、雇用者数をEE、就業
者数をEとすると
均衡失業者数（U）は、定義式のｕ＊＝U／(EE
＋U)×100　より　U＝EE／(100－ｕ＊)×ｕ
＊
就業者ベースに換算した均衡失業率（ｕ＊＊）
は　ｕ＊＊＝U／（U＋E）×100
就業者ベースの完全失業率からｕ＊＊を差し
引いた値が需要不足失業率となる。

（2）ミスマッチ指標

　構造的失業の原因としては、求職者の希望す
る職業（職種）や地域、年齢などが求人側の求め
る条件と異なることが挙げられる。ミスマッチ
指標が増加していれば、それだけ構造的失業要
因が高まっている状態にあることになる。ここ
では、職業間、年齢間、地域間のミスマッチ指標
を作成した。
ミスマッチ指標＝1／2（∑|Ui／U－Vi／V｜）

Ui：区分iの求職者数　　U：求職者総数
Vi：区分iの求人数　　　V：求人総数

（各ミスマッチ指標の求人、求職の区分）
①職業（常用新規で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・職業大分類による区分（職業分類の改定に
より2010年度までと11年度以降では異な
る）
2010年度まで（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、運輸・
通信、生産・労務）
2011年度以降（管理的、専門的・技術的、事
務的、販売、サービス、保安、農林漁業、生産、
輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装
等）

②年齢（常用有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・5歳階級別による区分で最小階級は19歳以
下、最高階級は65歳以上
※年齢階級別の公表値が2005年度までは
10月のみの値で、06年度以降は年度計の
値となっており、水準が大きく異なるた
め、05年度までと06年度以降の2期間に
分けて算出した。

③地域（全数有効で新規学卒除き常用パートタ
イムを含む）
・県内の公共職業安定所（那覇所、沖縄所、名
護所、宮古所、八重山所）

なお、指標の区分によってミスマッチ指標の大
きさが異なるため、職業間、年齢間、地域間のミ
スマッチ指標の水準を相互に比較することは
できない。

　なお、留学生の就労については、週28時間以
内に限るといった規程があるものの、28時間
以上就労しているケースも多く、規程と実態が
異なる状況がみられる。政府はこうした問題点
の改善とともに、専門分野だけでなく単純労働
の分野についても外国人労働者の受け入れを
拡大するため、2019年4月から農業や建設業、
宿泊業、外食業、介護などを対象とした在留資

格として「特定技能」を創設した。特定技能の外
国人は県内でも、年々大きく増加しており、24
年6月末には2,445人と23年末比で362人の
増加となった（図表18）。分野別では飲食料品
製造分野が495人で最も多く、次いで介護分野
（491人）、外食業分野（481人）、農業分野（457
人）、建設分野（276人）などとなっている。

3-7．人口動態の変化
　労働市場の構造変化の七つ目は、人口動態の
変化である。本県の生産年齢人口は2012年に
減少に転じており、総人口も22年にわずかな
がら減少に転じ、本県も人口減少局面に入った
ものとみられる。まず、出生数と死亡数の差で
ある自然増減は22年に減少に転じており、出
生数の減少と死亡数の増加の両方が影響して
いる（図表19）。足元の人口の減少数はまだ緩
やかであるが、今後は少子高齢化の進展によ
り、減少数が加速することが見込まれる。この

人口動態の変化が今後の県内の労働市場に最
も大きな影響を及ぼす。
　また、当研究所の将来推計人口（22年7月推
計）によると、生産年齢人口は30年代後半には
減少数が加速する見通しである（図表20）。そ
して、足元で労働力人口の増加に寄与している
65歳以上の老年人口も、50年代以降は横ばい
から減少傾向に転じる（図表21）。しかも、今後
は65～74歳の前期高齢者がしばらく横ばい
で推移する中、第1次ベビーブーム世代の高年
齢化により、75歳以上の後期高齢者が増加を

続ける（図表22）。高齢者ほど、健康面や体力面
から労働生産性が低下するため、今後は足元で

労働市場を支えている高齢者の増加も限界に
近付くものと見込まれる。

23

特 集１



24

特 集 2

特集2

■2024年の回顧
～国内経済は緩やかな回復の動き、県内経済は緩やかな拡大基調～
○国内経済は、消費マインドや旅行需要の高まりから個人消費の動きが活発化し、企業動向も堅
調な動きとなり、回復の動きがみられた。

○県内経済は、底堅い消費マインドと国内外からの旅行需要の高まりから、緩やかに拡大する動
きが続いた。

○個人消費は、物価高騰が続くなか底堅い消費マインドや旺盛な観光需要にけん引され、回復の動
きが強まる展開となった。百貨店・スーパー売上高は、既存店・全店ベースともに前年を上回っ
た。耐久消費財は、新車販売台数は前年を下回り、家電大型専門店販売額は前年を上回った。

○建設関連は、回復の動きが強まった。公共工事は引き続き防衛関連工事がみられ底堅く推移した。
民間工事ではホテルや商業施設などの大型工事がみられ、手持ち工事額は増加傾向にあった。

○観光関連は、国内外の旅行需要の高まりを受け入域観光客数は大きく増加した。同様に主要ホ
テルは宿泊客室稼働率、売上高ともに前年を上回り、観光施設入場者数も前年を上回った。ゴ
ルフ場は、入場者数は前年を下回ったものの、売上高は前年とほぼ同水準となった。

○雇用情勢は、社会経済活動がより一層活発化するなか、多くの業種で人手不足の状況が継続し
た。有効求人倍率（季調値）は求人数が減少したことから前年を下回り、完全失業率は前年よ
り低下した。

○企業倒産は、件数、負債総額ともに増加した。円安による仕入価格高騰や、人件費上昇分の価
格転嫁が難航している小規模零細企業や、コロナ禍から立ち直れないコロナ関連倒産も目立っ
た。

■2025年の展望
～国内経済は回復基調継続 、県内経済は拡大の動きが強まる～
○国内経済は、不安定な世界情勢や物価高騰など懸念材料はあるものの、実質賃金の上昇による消
費マインドの改善やインバウンド需要など底堅い個人消費や、旺盛な設備投資意欲に支えられ、
回復の動きが継続するであろう。

○県内経済は、消費関連では県民の底堅い需要と外国客の需要により回復の動きが強まる見込まれ
ること、建設関連は、旺盛な観光需要に伴い民間投資に再開の動きが強まることから、拡大の動
きが強まると予想される。

○個人消費は、引き続き物価の動向に注視する必要があるものの、県民の底堅い消費マインドと観
光需要にけん引され、回復の動きに力強さが増し、緩やかな拡大に向かうとみられる。

○建設関連は、緩やかに拡大することが見込まれる。公共工事では沖縄振興予算案が前年と同水準
となり、防衛省関連予算案は高い水準で維持されることなどから、底堅く推移するとみられる。
民間工事では、建築単価の動向や金利上昇の影響を注視する必要があるが、景気の拡大に伴う企
業の建設投資需要の高まりが期待され、緩やかに拡大するとみられる。

○観光関連は、為替市場の円安傾向を背景に、国内外からの旺盛な旅行需要により、拡大の動きが
強まると予想される。

沖 縄 県 経 済
2024年の

回 顧 2025年の

展 望と
要 旨 県経済は、緩やかな拡大傾向へ

2024年の国内経済は、緩やかに回復する動きと
なった。春闘で２年連続での大幅な賃上げが実施さ
れ、消費マインドや旅行需要が高まり、個人消費の
動きが活発化した。また、円安を背景に輸出企業を
中心に企業収益は増収となり、設備投資の動きも活
発化した。
景気全体が緩やかに回復する動きとなったこと

に加え、消費者物価が２％台での推移が継続したこ
とから、日本銀行は17年ぶりに金融政策を見直し、
引き締めスタンスに移行した。
またロシア・ウクライナ問題、イスラエル・パ

レスチナ問題などの世界情勢の不安定化によるエネ
ルギー価格や穀物価格が不安定な推移をするなど、
引き続き懸念材料もみられた。
県内経済は、底堅い消費マインドと堅調な観光

需要にけん引され、緩やかに拡大する動きとなった。
県内経済を主要部門別にみると、個人消費は物

価高騰が続くなか、底堅い消費マインドや旺盛な観
光需要にけん引され、回復の動きが強まった。百貨
店・スーパー売上高は、値上げによる単価上昇に加
え、県民や観光客など来店客数が増加し好調に推移
した。耐久消費財では、新車販売台数は、一部自動
車メーカーの不正問題発覚の影響などにより前年を
下回った。家電大型専門店販売額は、前年を上回っ
た。
建設関連は、回復の動きが強まった。公共工事

では、前年に引き続き防衛関連工事などが堅調であ
り、民間工事ではホテルや商業施設などの大型工事
がみられた。公共工事、民間工事ともに堅調に推移
したことから、手持ち工事額は増加傾向にあった。
公共工事では、県、市町村発注工事は前年を上

回った。国発注工事は前年に引き続き高水準で推移
したものの前年には及ばず、全体では前年を下回っ
た。
民間工事では、住宅着工で前年を下回った。貸

家は堅調に推移したものの、持家は減少傾向が続い
た。また、分譲マンションの勢いに衰えがみられた。
建築着工（非居住用）は、商業施設の着工がみられ
た卸売・小売業用などで前年を上回ったが、前年の
大型物流施設の反動減などにより、全体では前年を
下回った。
観光関連は、国内外の旅行需要の高まりから、

入域観光客数は前年実績を上回った。特に第３四半
期以降は、国内客がコロナ禍前を超える水準で推移
し力強さを増した。同様に主要ホテルは、宿泊客室
稼働率、売上高ともに前年を上回った。また主要観
光施設の入場者数は増加した。ゴルフ場は、天候不
良が多く入場者数は前年を下回ったが、売上高は前
年と同水準となった。
雇用情勢は、社会経済活動がより一層活発化す

るなか、多くの業種で人手不足の状況が継続した。
求人数は、建設業や電気・ガス・熱供給・水道業で
増加したものの、鉱業、情報通信業、宿泊・飲食サ
ービス業、教育・学習支援業などの多くの業種で減
少したことなどから、有効求人倍率は低下した。完
全失業率は、就業者数は増加したものの、完全失業
者数が減少したことなどから前年より低下した。
企業倒産は、件数は47件（23.7％増）と前年よ

り９件増加し、負債総額は前年比51.7％増の49億
8,800万円となった。円安による仕入価格高騰や、
人件費上昇分の価格転嫁が難航している小規模零細
企業では窮屈な資金繰りが続き、またコロナ禍から
立ち直れないコロナ関連倒産も目立った。

2024年の回顧
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■2024年の回顧
～国内経済は緩やかな回復の動き、県内経済は緩やかな拡大基調～
○国内経済は、消費マインドや旅行需要の高まりから個人消費の動きが活発化し、企業動向も堅
調な動きとなり、回復の動きがみられた。

○県内経済は、底堅い消費マインドと国内外からの旅行需要の高まりから、緩やかに拡大する動
きが続いた。

○個人消費は、物価高騰が続くなか底堅い消費マインドや旺盛な観光需要にけん引され、回復の動
きが強まる展開となった。百貨店・スーパー売上高は、既存店・全店ベースともに前年を上回っ
た。耐久消費財は、新車販売台数は前年を下回り、家電大型専門店販売額は前年を上回った。

○建設関連は、回復の動きが強まった。公共工事は引き続き防衛関連工事がみられ底堅く推移した。
民間工事ではホテルや商業施設などの大型工事がみられ、手持ち工事額は増加傾向にあった。

○観光関連は、国内外の旅行需要の高まりを受け入域観光客数は大きく増加した。同様に主要ホ
テルは宿泊客室稼働率、売上高ともに前年を上回り、観光施設入場者数も前年を上回った。ゴ
ルフ場は、入場者数は前年を下回ったものの、売上高は前年とほぼ同水準となった。

○雇用情勢は、社会経済活動がより一層活発化するなか、多くの業種で人手不足の状況が継続し
た。有効求人倍率（季調値）は求人数が減少したことから前年を下回り、完全失業率は前年よ
り低下した。

○企業倒産は、件数、負債総額ともに増加した。円安による仕入価格高騰や、人件費上昇分の価
格転嫁が難航している小規模零細企業や、コロナ禍から立ち直れないコロナ関連倒産も目立っ
た。

■2025年の展望
～国内経済は回復基調継続 、県内経済は拡大の動きが強まる～
○国内経済は、不安定な世界情勢や物価高騰など懸念材料はあるものの、実質賃金の上昇による消
費マインドの改善やインバウンド需要など底堅い個人消費や、旺盛な設備投資意欲に支えられ、
回復の動きが継続するであろう。

○県内経済は、消費関連では県民の底堅い需要と外国客の需要により回復の動きが強まる見込まれ
ること、建設関連は、旺盛な観光需要に伴い民間投資に再開の動きが強まることから、拡大の動
きが強まると予想される。

○個人消費は、引き続き物価の動向に注視する必要があるものの、県民の底堅い消費マインドと観
光需要にけん引され、回復の動きに力強さが増し、緩やかな拡大に向かうとみられる。

○建設関連は、緩やかに拡大することが見込まれる。公共工事では沖縄振興予算案が前年と同水準
となり、防衛省関連予算案は高い水準で維持されることなどから、底堅く推移するとみられる。
民間工事では、建築単価の動向や金利上昇の影響を注視する必要があるが、景気の拡大に伴う企
業の建設投資需要の高まりが期待され、緩やかに拡大するとみられる。

○観光関連は、為替市場の円安傾向を背景に、国内外からの旺盛な旅行需要により、拡大の動きが
強まると予想される。

沖 縄 県 経 済
2024年の

回 顧 2025年の

展 望と
要 旨 県経済は、緩やかな拡大傾向へ

2024年の国内経済は、緩やかに回復する動きと
なった。春闘で２年連続での大幅な賃上げが実施さ
れ、消費マインドや旅行需要が高まり、個人消費の
動きが活発化した。また、円安を背景に輸出企業を
中心に企業収益は増収となり、設備投資の動きも活
発化した。
景気全体が緩やかに回復する動きとなったこと

に加え、消費者物価が２％台での推移が継続したこ
とから、日本銀行は17年ぶりに金融政策を見直し、
引き締めスタンスに移行した。
またロシア・ウクライナ問題、イスラエル・パ

レスチナ問題などの世界情勢の不安定化によるエネ
ルギー価格や穀物価格が不安定な推移をするなど、
引き続き懸念材料もみられた。
県内経済は、底堅い消費マインドと堅調な観光

需要にけん引され、緩やかに拡大する動きとなった。
県内経済を主要部門別にみると、個人消費は物

価高騰が続くなか、底堅い消費マインドや旺盛な観
光需要にけん引され、回復の動きが強まった。百貨
店・スーパー売上高は、値上げによる単価上昇に加
え、県民や観光客など来店客数が増加し好調に推移
した。耐久消費財では、新車販売台数は、一部自動
車メーカーの不正問題発覚の影響などにより前年を
下回った。家電大型専門店販売額は、前年を上回っ
た。
建設関連は、回復の動きが強まった。公共工事

では、前年に引き続き防衛関連工事などが堅調であ
り、民間工事ではホテルや商業施設などの大型工事
がみられた。公共工事、民間工事ともに堅調に推移
したことから、手持ち工事額は増加傾向にあった。
公共工事では、県、市町村発注工事は前年を上

回った。国発注工事は前年に引き続き高水準で推移
したものの前年には及ばず、全体では前年を下回っ
た。
民間工事では、住宅着工で前年を下回った。貸

家は堅調に推移したものの、持家は減少傾向が続い
た。また、分譲マンションの勢いに衰えがみられた。
建築着工（非居住用）は、商業施設の着工がみられ
た卸売・小売業用などで前年を上回ったが、前年の
大型物流施設の反動減などにより、全体では前年を
下回った。
観光関連は、国内外の旅行需要の高まりから、

入域観光客数は前年実績を上回った。特に第３四半
期以降は、国内客がコロナ禍前を超える水準で推移
し力強さを増した。同様に主要ホテルは、宿泊客室
稼働率、売上高ともに前年を上回った。また主要観
光施設の入場者数は増加した。ゴルフ場は、天候不
良が多く入場者数は前年を下回ったが、売上高は前
年と同水準となった。
雇用情勢は、社会経済活動がより一層活発化す

るなか、多くの業種で人手不足の状況が継続した。
求人数は、建設業や電気・ガス・熱供給・水道業で
増加したものの、鉱業、情報通信業、宿泊・飲食サ
ービス業、教育・学習支援業などの多くの業種で減
少したことなどから、有効求人倍率は低下した。完
全失業率は、就業者数は増加したものの、完全失業
者数が減少したことなどから前年より低下した。
企業倒産は、件数は47件（23.7％増）と前年よ

り９件増加し、負債総額は前年比51.7％増の49億
8,800万円となった。円安による仕入価格高騰や、
人件費上昇分の価格転嫁が難航している小規模零細
企業では窮屈な資金繰りが続き、またコロナ禍から
立ち直れないコロナ関連倒産も目立った。

2024年の回顧

県内経済の概況 
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■2024年の回顧
～国内経済は緩やかな回復の動き、県内経済は緩やかな拡大基調～
○国内経済は、消費マインドや旅行需要の高まりから個人消費の動きが活発化し、企業動向も堅
調な動きとなり、回復の動きがみられた。

○県内経済は、底堅い消費マインドと国内外からの旅行需要の高まりから、緩やかに拡大する動
きが続いた。

○個人消費は、物価高騰が続くなか底堅い消費マインドや旺盛な観光需要にけん引され、回復の動
きが強まる展開となった。百貨店・スーパー売上高は、既存店・全店ベースともに前年を上回っ
た。耐久消費財は、新車販売台数は前年を下回り、家電大型専門店販売額は前年を上回った。

○建設関連は、回復の動きが強まった。公共工事は引き続き防衛関連工事がみられ底堅く推移した。
民間工事ではホテルや商業施設などの大型工事がみられ、手持ち工事額は増加傾向にあった。

○観光関連は、国内外の旅行需要の高まりを受け入域観光客数は大きく増加した。同様に主要ホ
テルは宿泊客室稼働率、売上高ともに前年を上回り、観光施設入場者数も前年を上回った。ゴ
ルフ場は、入場者数は前年を下回ったものの、売上高は前年とほぼ同水準となった。

○雇用情勢は、社会経済活動がより一層活発化するなか、多くの業種で人手不足の状況が継続し
た。有効求人倍率（季調値）は求人数が減少したことから前年を下回り、完全失業率は前年よ
り低下した。

○企業倒産は、件数、負債総額ともに増加した。円安による仕入価格高騰や、人件費上昇分の価
格転嫁が難航している小規模零細企業や、コロナ禍から立ち直れないコロナ関連倒産も目立っ
た。

■2025年の展望
～国内経済は回復基調継続 、県内経済は拡大の動きが強まる～
○国内経済は、不安定な世界情勢や物価高騰など懸念材料はあるものの、実質賃金の上昇による消
費マインドの改善やインバウンド需要など底堅い個人消費や、旺盛な設備投資意欲に支えられ、
回復の動きが継続するであろう。

○県内経済は、消費関連では県民の底堅い需要と外国客の需要により回復の動きが強まる見込まれ
ること、建設関連は、旺盛な観光需要に伴い民間投資に再開の動きが強まることから、拡大の動
きが強まると予想される。

○個人消費は、引き続き物価の動向に注視する必要があるものの、県民の底堅い消費マインドと観
光需要にけん引され、回復の動きに力強さが増し、緩やかな拡大に向かうとみられる。

○建設関連は、緩やかに拡大することが見込まれる。公共工事では沖縄振興予算案が前年と同水準
となり、防衛省関連予算案は高い水準で維持されることなどから、底堅く推移するとみられる。
民間工事では、建築単価の動向や金利上昇の影響を注視する必要があるが、景気の拡大に伴う企
業の建設投資需要の高まりが期待され、緩やかに拡大するとみられる。

○観光関連は、為替市場の円安傾向を背景に、国内外からの旺盛な旅行需要により、拡大の動きが
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増加したものの、鉱業、情報通信業、宿泊・飲食サ
ービス業、教育・学習支援業などの多くの業種で減
少したことなどから、有効求人倍率は低下した。完
全失業率は、就業者数は増加したものの、完全失業
者数が減少したことなどから前年より低下した。
企業倒産は、件数は47件（23.7％増）と前年よ

り９件増加し、負債総額は前年比51.7％増の49億
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1. 個人消費
回復の動きが強まる
24年の個人消費は、物価高騰が続くな

か、底堅い消費マインドや旺盛な観光需要
にけん引され、回復の動きが強まる展開と
なった。
百貨店・スーパー売上高は、既存店・

全店ベースともに前年を上回った（図表
１）。値上げによる単価上昇に加え、県
民や観光客など来店客数が増加し好調に推
移した。食料品では、買上点数の減少など
節約志向の高まりがみられた一方、ハレの
日やイベント時には贅沢を楽しむ「メリハ
リ消費」の動きがみられた。インバウンド
需要では、台湾や韓国など近隣アジア諸国
からの訪日客の増加が顕著となり、免税売
上が増加した。
耐久消費財では、新車販売台数は前年

を下回り、家電大型専門店販売額は前年を
上回った（図表２）。新車販売台数は、
第１、第２四半期にかけて一部自動車メー
カーの不正問題発覚による生産・出荷停止
の影響が色濃くみられたものの、第３四半
期以降は回復傾向がみられた。家電大型専
門店販売額は、値上げによる単価上昇に加
え、６月より開始した県の補助事業「おき
なわ省エネ家電買換応援キャンペーン」に
より高付加価値商材を中心に買換え需要の
高まりがみられた。
個人消費を取り巻く環境をみると、所

得環境（事業規模30人以上）は、名目賃
金は２年連続で増加し、実質賃金は４年連
続で減少した（図表３）。

2. 建設関連
回復の動きが強まる
24年の建設関連は、回復の動きが強ま

った。公共工事では、防衛関連や道路な
どの大型工事がみられ、民間工事では、
ホテルや商業施設などの大型工事がみら
れ堅調に推移したことから、手持ち工事
額は増加傾向にあった。
公共工事では、前年同期比3.1％減と

前年を下回った（図表４）。発注者別で
は、国は防衛関連や道路などの工事がみ
られ高水準で推移したものの、防衛関連
予算が大幅な増額となった前年には及ば
なかった。県は前年をやや上回り、市町
村は行政施設の整備や文教施設、学校関
連工事などにより前年を上回った。
新設住宅着工戸数では、貸家が堅調に

推移し前年を上回ったものの、持家、分
譲が前年を下回り、全体では同2.6％減
となった（図表５）。持家は22年の後半
以降、減少傾向が継続した。分譲では特
に23年に好調さがみられた分譲マンショ
ンの着工で、建築単価の上昇や時間外労
働の上限規制に伴う工期の長期化などに
よる影響がみられ、勢いが弱まった。
建築着工床面積（非居住用）は、卸

売・小売業用などで前年を上回ったが、
運輸業用や公務用などで前年を下回った
ことから、全体では前年を下回った（図
表６）。商業施設の着工などがみられた
ものの、第４四半期は23年の大型物流施
設の着工による反動減から前年を大きく
下回り、全体を押し下げた。

図表１．百貨店・スーパー売上高の動向

図表２．耐久消費財の動向

図表３．実質賃金の動向

図表４．公共工事請負金額（発注者別）の動向

図表５．新設住宅着工戸数の動向

図表６．建築着工床面積の動向



27

特 集 2

沖縄県経済2024年の回顧と2025年の展望
特 2集

1. 個人消費
回復の動きが強まる
24年の個人消費は、物価高騰が続くな

か、底堅い消費マインドや旺盛な観光需要
にけん引され、回復の動きが強まる展開と
なった。
百貨店・スーパー売上高は、既存店・

全店ベースともに前年を上回った（図表
１）。値上げによる単価上昇に加え、県
民や観光客など来店客数が増加し好調に推
移した。食料品では、買上点数の減少など
節約志向の高まりがみられた一方、ハレの
日やイベント時には贅沢を楽しむ「メリハ
リ消費」の動きがみられた。インバウンド
需要では、台湾や韓国など近隣アジア諸国
からの訪日客の増加が顕著となり、免税売
上が増加した。
耐久消費財では、新車販売台数は前年

を下回り、家電大型専門店販売額は前年を
上回った（図表２）。新車販売台数は、
第１、第２四半期にかけて一部自動車メー
カーの不正問題発覚による生産・出荷停止
の影響が色濃くみられたものの、第３四半
期以降は回復傾向がみられた。家電大型専
門店販売額は、値上げによる単価上昇に加
え、６月より開始した県の補助事業「おき
なわ省エネ家電買換応援キャンペーン」に
より高付加価値商材を中心に買換え需要の
高まりがみられた。
個人消費を取り巻く環境をみると、所

得環境（事業規模30人以上）は、名目賃
金は２年連続で増加し、実質賃金は４年連
続で減少した（図表３）。

2. 建設関連
回復の動きが強まる
24年の建設関連は、回復の動きが強ま

った。公共工事では、防衛関連や道路な
どの大型工事がみられ、民間工事では、
ホテルや商業施設などの大型工事がみら
れ堅調に推移したことから、手持ち工事
額は増加傾向にあった。
公共工事では、前年同期比3.1％減と

前年を下回った（図表４）。発注者別で
は、国は防衛関連や道路などの工事がみ
られ高水準で推移したものの、防衛関連
予算が大幅な増額となった前年には及ば
なかった。県は前年をやや上回り、市町
村は行政施設の整備や文教施設、学校関
連工事などにより前年を上回った。
新設住宅着工戸数では、貸家が堅調に

推移し前年を上回ったものの、持家、分
譲が前年を下回り、全体では同2.6％減
となった（図表５）。持家は22年の後半
以降、減少傾向が継続した。分譲では特
に23年に好調さがみられた分譲マンショ
ンの着工で、建築単価の上昇や時間外労
働の上限規制に伴う工期の長期化などに
よる影響がみられ、勢いが弱まった。
建築着工床面積（非居住用）は、卸

売・小売業用などで前年を上回ったが、
運輸業用や公務用などで前年を下回った
ことから、全体では前年を下回った（図
表６）。商業施設の着工などがみられた
ものの、第４四半期は23年の大型物流施
設の着工による反動減から前年を大きく
下回り、全体を押し下げた。

図表１．百貨店・スーパー売上高の動向

図表２．耐久消費財の動向

図表３．実質賃金の動向

図表４．公共工事請負金額（発注者別）の動向

図表５．新設住宅着工戸数の動向

図表６．建築着工床面積の動向



28

特 集 2

沖縄県経済2023年の回顧と2024年の展望

3. 観光関連
第３四半期から拡大の動きが強まる
24年の観光関連は、国内観光客はコロ

ナ禍前を上回る水準まで回復し、外国人
観光客も順調に回復したことから、緩や
かな拡大の動きとなり、特に秋以降は拡
大の動きが一段と強まった。
入域観光客数は、１～11月で前年同期

比17.0％増の885.1万人となった。国内
客は、年の前半は前年に実施された全国
旅行支援の反動がみられたものの、第３
四半期以降は、コロナ禍前である2019
年の水準を超える過去最高の水準で推移
した。外国客も、那覇発着の航空便の増
加やクルーズ船の再開にともない増加傾
向が続き、入域観光客数は前年実績を上
回る好調な推移となった。暦年でも前年
を上回る見込みである（図表７）。
主要ホテルの宿泊収入は、那覇市内ホ

テル、リゾートホテルともに前年を上回
った。入域観光客が増加し宿泊需要が高
まるなか、宿泊単価も上昇がみられ、好
調な状況が続いた。特に那覇市内におい
ては、外国客の回復にともない、増加幅
が大きく好調に推移した（図表８）。
主要観光施設の入場者数は、入域観光

客が増加するなか、修学旅行や一般個人
客などの国内客のほか、外国客の利用も
増加し、前年を上回った。
ゴルフ場の入場者数は、天候不良が多

く前年を下回ったが、売上高は、レスト
ラン利用などが増加し単価が向上したこ
とから、前年とほぼ同水準となった（図
表９）。

4. 雇用
人手不足感が継続
24年の雇用情勢をみると、有効求人倍

率（季調値）は前年を下回り、完全失業
率は３％台前半での推移となった。社会
経済活動がより一層活発化するなか、多
くの業種で人手不足の状況が継続した。
完全失業率（季調値）は、就業者数は

増加し、完全失業者数は減少したことな
どから3.2％と前年より0.1ポイント低下
した。就業者数を業種ごとにみると、宿
泊・飲食サービス業、生活関連サービス
業・娯楽業などで減少したものの、医
療・福祉、情報通信業、卸売業・小売業、
運輸業・郵便業など多くの業種で増加し
たことから、全体では前年より増加した
（図表10）。
日銀短観による企業の雇用人員に対す

る過不足判断をみると、年を通して不足
超で推移した。足元では、製造業（▲
52％ポイント）、非製造業（▲61％ポイ
ント）ともに不足超となっており、全産
業では▲59％ポイントと、人手不足の状
況が継続した（図表11）。
労働需給の動向をみると、求人数は建

設業や電気・ガス・熱供給・水道業で増
加したものの、鉱業、情報通信業、宿
泊・飲食サービス業、教育・学習支援業
などの多くの業種で減少したことから前
年を下回った。有効求人倍率は、1.12倍
と前年から0.04ポイント低下したものの、
年を通して基準値である1.0倍を上回って
推移した（図表12）。
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3. 観光関連
第３四半期から拡大の動きが強まる
24年の観光関連は、国内観光客はコロ
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観光客も順調に回復したことから、緩や
かな拡大の動きとなり、特に秋以降は拡
大の動きが一段と強まった。
入域観光客数は、１～11月で前年同期
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たことから、全体では前年より増加した
（図表10）。
日銀短観による企業の雇用人員に対す

る過不足判断をみると、年を通して不足
超で推移した。足元では、製造業（▲
52％ポイント）、非製造業（▲61％ポイ
ント）ともに不足超となっており、全産
業では▲59％ポイントと、人手不足の状
況が継続した（図表11）。
労働需給の動向をみると、求人数は建

設業や電気・ガス・熱供給・水道業で増
加したものの、鉱業、情報通信業、宿
泊・飲食サービス業、教育・学習支援業
などの多くの業種で減少したことから前
年を下回った。有効求人倍率は、1.12倍
と前年から0.04ポイント低下したものの、
年を通して基準値である1.0倍を上回って
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特 2集

図表７．入域観光客数の動向

図表８．主要ホテル宿泊収入の動向

図表９．主要観光施設・ゴルフ場入場者数の動向

図表10．完全失業率、就業者数の推移

図表11．雇用者数、企業の雇用人員判断の動向

図表12．求人、求職、有効求人倍率の推移

81.442



30

特 集 2

沖縄県経済2024年の回顧と2025年の展望

5. 企業動向
業況感は改善、設備投資は横ばい
24 年の県内企業の動向は、企業の業況

感は改善し、設備投資は一部に価格高騰に
よる慎重な姿勢がみられ、横ばいとなった。
倒産件数は、前年同様低い水準ではあるが、
件数は増加した。
県内主要企業の業況は、日銀短観の業況

判断ＤＩ（24年12月調査）によると、情報
通信を除いた全ての業種で「良い」超と
なった。物価高による消費行動変化がみら
れるが、業況については良好な状況が続い
た。企業の資金繰りは、第１四半期に製造
業が「苦しい」超となったが、その後は改善
し全体でも改善の動きとなった（図表 13）。
24 年度の県内主要企業の設備投資計画

（沖縄公庫24年９月調査）をみると、製造
業（17.9％減）では、食料品で大型設備投資
が一服し、２年ぶりに減少に転じ、非製造
業（3.8％増）では、卸・小売の店舗建設等
で増加し、２年ぶりに前年を上回った。全
産業では 0.8％増と３年連続で前年を上
回った（図表 14）。設備投資計画保有率も、
11 年連続で７割を上回っており、企業の
投資マインドは高い水準を維持した。
企業倒産件数は、47件（23.7％増）と前

年より９件増加し、負債総額は 49 億
8,800 万円と前年比 51.7％増となった。
47件のうち、従業員10人未満が42件と
全体の 89.4％を占めており、円安による
仕入価格高騰や、人件費上昇分の価格転嫁
が難航している小規模零細企業では窮屈
な資金繰りが続き、またコロナ禍から立ち
直れず倒産に陥るコロナ関連倒産も目
立った（図表 15）。

県内経済は拡大の動きが強まる
2025年の国内経済は、回復基調が継続する

であろう。不安定な世界情勢や米国新政権の
政策などの影響や、物価高、人材不足などの
懸念材料はあるものの、実質賃金の上昇によ
る消費マインドの改善やインバウンド需要の
継続など個人消費は底堅く推移し、省力化・
脱炭素対応などによる設備投資なども増加が
見込まれる。
県内経済を展望すると、個人消費は県民の

底堅い需要に加え、外国客の需要が更に増加
すると見込まれること、建設関連は、旺盛な
観光需要に伴い、民間工事の増加が期待され
ることから、拡大の動きが強まるとみられる。
個人消費は、引き続き物価の動向に注視す

る必要があるものの、県民の底堅い消費マイ
ンドと観光需要にけん引され、回復の動きに
力強さが増し、緩やかな拡大に向かうとみら
れる。百貨店・スーパー売上高は、物価高や
金利上昇を背景にメリハリ消費が継続すると
みられるものの、県民や観光客による需要は
底堅く、食料品や衣料品などを中心に好調な
推移が見込まれる。新車販売台数は、供給体
制が回復していることや、観光需要の高まり
などを背景に自家用車やレンタカーを中心に
増加するものとみられる。家電大型専門店販
売額は、物価高による家電への支出抑制の動
きに懸念が残る。
個人消費を取り巻く環境は、国内の物価動

向や金融政策、賃上げのほか、円相場を含む
海外情勢が注目材料となろう。消費者物価は
２％台での安定推移が見込まれ、日本銀行は
追加利上げのスタンスを継続すると見込まれ

るため、春闘などでは物価上昇分を上回る賃
上げとなるかが注目点である。これらの動向
に大きく影響を受ける家計の購買意欲に注視
する必要があろう。
建設関連は、緩やかに拡大することが見込

まれる。公共工事では、来年度の沖縄振興予
算案が同水準となり、道路や港湾、空港など
の整備が引き続き進められるほか、防衛省関
連予算案が高い水準で維持されることなどか
ら、底堅く推移するものとみられる。民間工
事では、旺盛な観光需要に伴い、民間投資の
増加が期待される。景気の拡大から企業の設
備投資意欲は高水準で推移することが見込ま
れる。足元ではホテルや商業施設、分譲マン
ション等、25年以降の大型工事の計画がみら
れている。
ただし、建築単価の動向は引き続き注視す

べきである。建設資材価格は高止まりで推移
しているほか、人手不足や工期の長期化とい
った懸念は今後も継続するだろう。また、金
利上昇による住宅投資への影響も注意する必
要がある。　
観光関連は、拡大の動きが強まるとみられ

る。為替動向の円安傾向を背景に、国内外の
観光客の増加が見込まれ、入域観光客数は25
年も引き続き好調に推移するであろう。本島
北部に開業予定のテーマパーク「ジャングリ
ア」による新たな観光需要の喚起も期待でき
る。入域観光客数の増加見込みでや各種イベ
ントの開催も続くことから、ホテルは売上高
の増加、客室単価も前年を上回ることが見込
まれる。主要観光施設の入場者数も、外国客
の増加により、前年を上回ることが見込まれ

2025年の展望
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脱炭素対応などによる設備投資なども増加が
見込まれる。
県内経済を展望すると、個人消費は県民の

底堅い需要に加え、外国客の需要が更に増加
すると見込まれること、建設関連は、旺盛な
観光需要に伴い、民間工事の増加が期待され
ることから、拡大の動きが強まるとみられる。
個人消費は、引き続き物価の動向に注視す

る必要があるものの、県民の底堅い消費マイ
ンドと観光需要にけん引され、回復の動きに
力強さが増し、緩やかな拡大に向かうとみら
れる。百貨店・スーパー売上高は、物価高や
金利上昇を背景にメリハリ消費が継続すると
みられるものの、県民や観光客による需要は
底堅く、食料品や衣料品などを中心に好調な
推移が見込まれる。新車販売台数は、供給体
制が回復していることや、観光需要の高まり
などを背景に自家用車やレンタカーを中心に
増加するものとみられる。家電大型専門店販
売額は、物価高による家電への支出抑制の動
きに懸念が残る。
個人消費を取り巻く環境は、国内の物価動

向や金融政策、賃上げのほか、円相場を含む
海外情勢が注目材料となろう。消費者物価は
２％台での安定推移が見込まれ、日本銀行は
追加利上げのスタンスを継続すると見込まれ

るため、春闘などでは物価上昇分を上回る賃
上げとなるかが注目点である。これらの動向
に大きく影響を受ける家計の購買意欲に注視
する必要があろう。
建設関連は、緩やかに拡大することが見込

まれる。公共工事では、来年度の沖縄振興予
算案が同水準となり、道路や港湾、空港など
の整備が引き続き進められるほか、防衛省関
連予算案が高い水準で維持されることなどか
ら、底堅く推移するものとみられる。民間工
事では、旺盛な観光需要に伴い、民間投資の
増加が期待される。景気の拡大から企業の設
備投資意欲は高水準で推移することが見込ま
れる。足元ではホテルや商業施設、分譲マン
ション等、25年以降の大型工事の計画がみら
れている。
ただし、建築単価の動向は引き続き注視す

べきである。建設資材価格は高止まりで推移
しているほか、人手不足や工期の長期化とい
った懸念は今後も継続するだろう。また、金
利上昇による住宅投資への影響も注意する必
要がある。　
観光関連は、拡大の動きが強まるとみられ

る。為替動向の円安傾向を背景に、国内外の
観光客の増加が見込まれ、入域観光客数は25
年も引き続き好調に推移するであろう。本島
北部に開業予定のテーマパーク「ジャングリ
ア」による新たな観光需要の喚起も期待でき
る。入域観光客数の増加見込みでや各種イベ
ントの開催も続くことから、ホテルは売上高
の増加、客室単価も前年を上回ることが見込
まれる。主要観光施設の入場者数も、外国客
の増加により、前年を上回ることが見込まれ

2025年の展望

特 2集

図表13．業況判断、資金繰り判断の推移

図表14．設備投資の動向

図表15．企業倒産件数の推移
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る。ゴルフ場は、引き続きゴルフ人気は持続
しているものの、物価高の影響でプレイを手

控える動きも想定され、横ばいの動きとなる
ことが予想される。
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アジア便り
台　湾

はじめに 
　 皆 様、 こ ん に ち は。 琉 球 銀 行 法 人 事 業
部 よ り 台 湾 の 則 和 企 業 管 理 顧 問 有 限 公 司

（SOKUWA）へ出向しております金城俊で
す。昨年は世界各国で選挙戦が行われる選挙
イヤーでしたね。また、パリオリンピックや
大谷翔平選手などスポーツの話題も多かった
ように思いますが、皆様にとってはどんな１
年でしたでしょうか。
　台湾でも 1 月に総統選挙が行われ、5 月に
新政権がスタートしました。また、パリオリ
ンピックでバトミントン男子ダブルスとボク
シング女子での金メダル獲得や 11 月に開催
された野球の世界大会プレミア 12 で日本を
下して初優勝するなど、日本同様スポーツで
の盛り上がりを感じる 1 年でした。特に野球
は人気があり、１か月以上経っても様々なと
ころでプレミア 12 の話題で持ちきりとなっ
ていました。
　今回は多方面で話題となった 2024 年の台
湾をふり返り、レポートいたします。

 １.2024 年の台湾 

　2024 年の台湾は、国内外で重要な変化と
挑戦に直面した 1 年でした。
　まず政治的動向として 1 月に台湾総統選挙
が実施され注目を集めました。民主進歩党（民
進党）と中国国民党（国民党）との間で激し
い選挙戦が展開され、主要な争点は中国との
関係や経済発展、若者の雇用問題、社会福祉
政策など多岐にわたりました。特に、台湾の
主権と国際的地位についての議論は選挙戦の
中心となり、候補者たちはそれぞれの立場を
強化するための戦略を展開しました。選挙結
果は民進党が勝利を収めるという形で終わり、
蔡英文政権の路線が引き続き支持されること
となりました。この結果は、台湾のアイデン
ティティや民主主義の維持が選挙で支持され
たことを示しています。特に若い世代の間で
の民主主義への強い支持を反映していると言
われており、今後の台湾の政治社会において
重要な基盤となります。 

レポーター
金城　俊

（琉球銀行法人事業部）

則和企業管理顧問有限公司
( ※弊行業務提携先 / 台湾現地コンサ
ルタント会社 ) へ出向中

vol.158

2024年の台湾

出所：JETRO アジア経済研究所
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　国際関係においては地域の安全保障環境や
国際的な立場の強化が重要なテーマとなりま
した。特に、中国との緊張関係が高まる中、
台湾はアメリカや日本、さらには欧州諸国と
の関係を強化し、国際的な支持を得る努力を
続けました。アメリカとの間では、軍事協力
や経済的な結びつきの強化が進みました。ア
メリカからの防衛装備の購入や共同訓練が行
われ、台湾の防衛能力の向上が図られました。
また、国際的な場において台湾の存在感を高
めるため、国際機関への参加を求める動きも
活性化しました。
　中国からの圧力は依然として強く、海外で
の台湾の活動に対する妨害行為やサイバー攻

撃が増加しましたが、台湾はこのような圧力
に屈することなく、友好国との関係強化に努
め、特にアジア太平洋地域における影響力を
高めるよう努力しています。
　社会的には、台湾は多様性を受け入れる文
化を持ち続けていますが、依然として様々な
課題を抱えています。高齢化社会に伴う年金
制度や医療制度の改革が急務となっており、
政府は政策の見直しに取り組みました。教育
分野でも若者たちに国際的な視野を広げるた
めの施策が求められており、海外留学や国際
交流プログラムの拡充が進んでいます。これ
により、次世代を担う人材の育成が進むこと
が期待されています。

　経済面では、半導体産業を中心に成長を続
けています。特に、台湾積体電路製造（TSMC）
は世界的な半導体需要の高まりに対応し、新
工場の建設や技術革新を進めることで、台湾
経済のエンジンとなっています。TSMC の熊
本工場建設は大きな話題となり、九州を中心
に盛り上がりを見せました。また、多くのス
タートアップ企業も創出されました。特に AI
やフィンテックの分野において新しいビジネ
スモデルが形成され、台湾の経済基盤が多様
化しました。

　一方で台湾国内では物価上昇が続いており、
国民に与える影響も大きくなっています。私
が台湾にきた 2 年前と比べてもスーパーや飲
食店などでの物価上昇を実感しています。そ
うした中、政府は経済対策を見直し、消費刺
激策や中小企業支援策を講じて経済の安定化
を図っています。一方で若者の失業率や賃金
の伸び悩みは依然として問題視されており、
世代間格差の拡大が社会問題ともなっていま
す。
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　最後にスポーツ面においては国際大会の影
響もあり、プロスポーツ（例：台湾野球リー
グやバスケットボールリーグ）の観客動員数
は増加しました。また、政府や民間団体によ
るスポーツ振興活動が続いており、若いアス
リートの育成も進んでいます。特に、学校体
育や地域のスポーツクラブ活動が強化され、
次世代の才能を発掘する取り組みが行われて
います。今後も国際スポーツイベントの開催
が促進され、観光業や地域経済へ好影響を与
えることが期待されます。

 最後に 

　2024 年の台湾は政治的、経済的、社会的
な課題に直面しながらも、自らの立場を強化
するために様々な対策を講じる 1 年でありま
した。今後も半導体産業を中心に成長してい
く中で、内政問題をどのように克服していく
かが重要なテーマとなります。また、友好国
との連携も強化していく方針であり、今後日
本との連携強化がますます期待されます。そ
の中で台湾から一番近い日本として沖縄とも
多くのビジネスチャンスがございます。ぜひ
この機会に台湾ビジネスを検討してみてはい
かがでしょうか。
　当行では台湾展開に関するお客様のサポー
トを行っておりますので、お気軽に、お取引
店舗、もしくは私、金城宛にご連絡ください。

則和企業管理顧問有限公司
( ※琉球銀行 業務提携先 / 金城赴任先 )
Tel : 0988-958-295( ※金城 / 台湾携帯 )
　　  080-9853-0629( ※金城 / 日本携帯 )
E-Mail : shun_kinjou@pr.ryugin.co.jp
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沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて

　今回のワークショップは先端材料科学を
通じた持続可能な未来のための協創的イノ
ベーションをテーマに、両大学の研究者や博
士課程学生が参加し、活発な議論が行われま
した。OISTからは細胞シグナルユニットの
山本雅教授と、パイ共役ポリマーユニットの
クリスティーヌ・ラスカム教授、JAISTから
は超越バイオメディカルDX研究拠点の栗澤
元一教授とマテリアルズインフォマティク
ス国際研究拠点の谷池俊明教授が登壇し、が
ん治療、材料の持続可能な合成、触媒の自動
合成といった分野における最新の研究成果
を発表しました。両大学が連携することで創
出できる新たな可能性が示されました。

　その他、OIST、JAIST、金沢大学ナノ生命科
学研究所（NanoLSI）が合同でポスターセッ
ションや、短い時間制限の中で発表するフ
ラッシュトークを実施しました。若手研究者
や博士課程の学生が英語で研究成果を発表
するこの機会は、OISTの国際的な環境を生

議論が交わされました。これにより、両大学
の関係が一層深まり、新たな革新的アイデ
アが生まれることを期待しています」と参
加者はコメントしています。
　今回のワークショップを通じ、OISTと
JAISTの研究者同士のつながりが深まり、今
後の共同研究など、さらなる発展が期待さ
れます。

かした場となりました。このイベントには約
80名が参加し、セッション後の意見交換も
盛んに行われました。
　「OISTとJAISTの共同ワークショップは、
両機関の協力の可能性を示す素晴らしい機
会となりました。がん治療、持続可能な材料
の合成方法、触媒の自動合成といった相乗効
果が期待される研究分野で、研究者が集まり

　ASPIREは、科学技術振興機構（JST）が、政
策上重要な科学技術分野において、日本の研
究者による国際共同研究への参画を加速さ
せることを目指すものです。ASPIRE日本－
英国共同研究「エンジニアリングバイオロ
ジー領域」では、英国研究技術革新機構
（UKRI）傘下のバイオテクノロジー・生物科
学研究会議（BBSRC）との合意に基づき、エ

ンジニアリングバイオロジーの基礎と横断
的技術に焦点を当て、国際競争力のある日英
の共同研究課題の支援を通じて国際的な研
究者ネットワークを構築し、今後の活躍が期
待される若手研究者の育成を支援するもの
で、2024年度から2027年度の3年で、最大
1.8億円の研究費が支援されます。JSTの発
表によると、今回の募集では30件の応募が

答して放出する植物ホルモンを検知する遺
伝子（発光レポーター）を持つタバコ、シロ
イヌナズナに加え、実際の農場で作物被害
をリアルタイムで検出可能なイネ、ダイズ
の開発を行う予定です。
　コンドラショヴ教授は、「これらの開発に
より、植物発光をドローンで検出すること
で害虫被害をリアルタイムでモニター可能
となることが期待されます。また、国内外の
研究者を集めた国際会議の開催などによ
り、さらなる研究ネットワーク拡大を狙い
ます」と研究に期待を込めています。
　本プロジェクトに植物のエピジェネティ
クスの観点から関わる佐瀬教授は、「OISTで
初のASPIRE研究に関われることを嬉しく
思います。ASPIREの研究者ネットワークが
最先端の技術で世界の食料問題に取り組む
ことにとても興奮しています」と話してい
ます。

あり、そのうちの５件が採択されました。
　コンドラショヴ教授の提案課題「農業応用
可能なセンチネル植物を作成するためのバ
イオエンジニアリングプラットフォーム」
は、英国インペリアル・カレッジ・ロンドン 
臨床科学研究所のカレン・サルキシャン名誉
上級講師との国際共同研究体制によって実
施するものです。OISTからは、植物エピジェ
ネティクスユニットを率いる佐瀬英俊教授
も参加します。日英の機械学習、分子エンジ
ニアリング、植物科学といった補完的な専門
知識を持つ科学者による学際的な研究チー
ムは農業利用できるセンチネル植物の開発
と農場利用を目指します。
　世界で食糧不足が問題となる中、バイオエ
ンジニアリング技術による既存の農業形態
の改革が期待されていますが、中でも有望な
技術の１つは、害虫被害をリアルタイム発光
で簡易に検知できるセンチネル植物の利用
です。本研究では、植物が害虫や病原体に応

※沖縄科学技術大学院大学のHPから
許可を得て転載した記事です。

　この度、OISTの進化・合成生物学ユニットを率いるヒョードル・コンドラショヴ教授が代表と
なって提案した研究課題「農業応用可能なセンチネル植物を作成するためのバイオエンジニア
リングプラットフォーム」が、2024年度先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）日本－英国共同研
究の、「エンジニアリングバイオロジー」領域に採択されました。OISTの研究課題がASPIREに採
択されるのは、これが初めてとなります。

OISTの研究提案が、2024年度先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）日本－英国
共同研究「エンジニアリングバイオロジー」領域に採択されました。

2. 光るセンチネル植物の開発で害虫被害をリアルタイムに検知
　 －食糧問題を見据えて

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

協定締結1周年を記念した共同ワークショップを開催

1. OIST x JAIST イノベーションと協創の未来を探る

　沖縄科学技術大学院大学（OIST）と北陸先端科学技術学院大学（JAIST）は、2023年に学術協力
に関する基本協定（MOU）を締結し、研究分野における連携を深めてきました。その1周年を記念
して、2024年11月27日にOISTキャンパスで共同ワークショップが開催されました。

新時代の教育研究を切り拓く
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沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて
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　沖縄科学技術大学院大学（OIST）マリンゲ
ノミックスユニット、琉球大学、NTTコミュ
ニケーションズの共同研究チームは、水中
ドローンと環境DNAのメタバーコーディン
グ法を組み合わせ、準深海サンゴ生態系を
観察する強固なシステムを構築しました。
研究成果は、学術誌『Coral Reefs』に掲載さ
れました。
　沖縄本島北部の本部半島近くに広がるシ
ゲオリーフの4か所を調査しました。2か所
は水深約35～45メートル（SR1とSR2）、さ
らに深い2か所は水深約54～59メートル
（SR3とSR4）。各地点から、水中ドローンで
海水サンプルを採取しました。サンゴの
eDNAを保護するために、サンゴ礁の約0.5
～1メートルほど上の海水を採取し、慎重に
保存しました。

　サンゴを正確に観察するには、「スキュー
バダイビング」と「分類学」の両方の技術が必
要で、そうした人材を確保することは困難な
場合があります。そのため、既存の方法では、
準深海サンゴ生態系を徹底的に調査するに
は限界があり、新たな方法が必要とされてい
ます。
　研究チームは、ミニ ROV（小型遠隔操作
車、通称 水中ドローン）を使って、環境DNA
（eDNA）を分析するという革新的な解決策
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ゴが水中に放出する遺伝物質のことで、それ
を収集・分析することで、直接観察すること
なく、準深海環境に存在する複数の生物の種
類を特定できるようになりました。これによ
り、これまでアクセスが困難だった生物多様
性のホットスポットの研究が容易になりま
す。

水中ドローンを使用した準深海サンゴ礁生態系4か所におけるイシサンゴの環境DNA調査。 (a) 本部半島
近くに広がるシゲオリーフの4か所（SR1-SR4）。沖縄本島の位置と調査海域は左上の図に示した。 (b) 
採取の場所、緯度、経度、おおよその深度、および各地点で採取した水量（左と右）に関する情報を示し
た表。Satoh et al., 2024

水中ドローンによる海中の環境DNAサンプル採取の正確性が裏付けられました。

3. 水中ドローンで広がるサンゴ礁の生物多様性研究
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浅瀬のサンゴ生態系に比べ、より多くの固有種が生息しているのも特徴です。しかし、準深海サ
ンゴ生態系は水深30～150メートルと、深いところにあることが多いため、観察を困難にしてい
ます。
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で簡易に検知できるセンチネル植物の利用
です。本研究では、植物が害虫や病原体に応

※沖縄科学技術大学院大学のHPから
許可を得て転載した記事です。

　この度、OISTの進化・合成生物学ユニットを率いるヒョードル・コンドラショヴ教授が代表と
なって提案した研究課題「農業応用可能なセンチネル植物を作成するためのバイオエンジニア
リングプラットフォーム」が、2024年度先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）日本－英国共同研
究の、「エンジニアリングバイオロジー」領域に採択されました。OISTの研究課題がASPIREに採
択されるのは、これが初めてとなります。

OISTの研究提案が、2024年度先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）日本－英国
共同研究「エンジニアリングバイオロジー」領域に採択されました。

2. 光るセンチネル植物の開発で害虫被害をリアルタイムに検知
　 －食糧問題を見据えて

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

協定締結1周年を記念した共同ワークショップを開催

1. OIST x JAIST イノベーションと協創の未来を探る

　沖縄科学技術大学院大学（OIST）と北陸先端科学技術学院大学（JAIST）は、2023年に学術協力
に関する基本協定（MOU）を締結し、研究分野における連携を深めてきました。その1周年を記念
して、2024年11月27日にOISTキャンパスで共同ワークショップが開催されました。

新時代の教育研究を切り拓く
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　ASPIREは、科学技術振興機構（JST）が、政
策上重要な科学技術分野において、日本の研
究者による国際共同研究への参画を加速さ
せることを目指すものです。ASPIRE日本－
英国共同研究「エンジニアリングバイオロ
ジー領域」では、英国研究技術革新機構
（UKRI）傘下のバイオテクノロジー・生物科
学研究会議（BBSRC）との合意に基づき、エ

ンジニアリングバイオロジーの基礎と横断
的技術に焦点を当て、国際競争力のある日英
の共同研究課題の支援を通じて国際的な研
究者ネットワークを構築し、今後の活躍が期
待される若手研究者の育成を支援するもの
で、2024年度から2027年度の3年で、最大
1.8億円の研究費が支援されます。JSTの発
表によると、今回の募集では30件の応募が

答して放出する植物ホルモンを検知する遺
伝子（発光レポーター）を持つタバコ、シロ
イヌナズナに加え、実際の農場で作物被害
をリアルタイムで検出可能なイネ、ダイズ
の開発を行う予定です。
　コンドラショヴ教授は、「これらの開発に
より、植物発光をドローンで検出すること
で害虫被害をリアルタイムでモニター可能
となることが期待されます。また、国内外の
研究者を集めた国際会議の開催などによ
り、さらなる研究ネットワーク拡大を狙い
ます」と研究に期待を込めています。
　本プロジェクトに植物のエピジェネティ
クスの観点から関わる佐瀬教授は、「OISTで
初のASPIRE研究に関われることを嬉しく
思います。ASPIREの研究者ネットワークが
最先端の技術で世界の食料問題に取り組む
ことにとても興奮しています」と話してい
ます。

あり、そのうちの５件が採択されました。
　コンドラショヴ教授の提案課題「農業応用
可能なセンチネル植物を作成するためのバ
イオエンジニアリングプラットフォーム」
は、英国インペリアル・カレッジ・ロンドン 
臨床科学研究所のカレン・サルキシャン名誉
上級講師との国際共同研究体制によって実
施するものです。OISTからは、植物エピジェ
ネティクスユニットを率いる佐瀬英俊教授
も参加します。日英の機械学習、分子エンジ
ニアリング、植物科学といった補完的な専門
知識を持つ科学者による学際的な研究チー
ムは農業利用できるセンチネル植物の開発
と農場利用を目指します。
　世界で食糧不足が問題となる中、バイオエ
ンジニアリング技術による既存の農業形態
の改革が期待されていますが、中でも有望な
技術の１つは、害虫被害をリアルタイム発光
で簡易に検知できるセンチネル植物の利用
です。本研究では、植物が害虫や病原体に応

　沖縄科学技術大学院大学（OIST）マリンゲ
ノミックスユニット、琉球大学、NTTコミュ
ニケーションズの共同研究チームは、水中
ドローンと環境DNAのメタバーコーディン
グ法を組み合わせ、準深海サンゴ生態系を
観察する強固なシステムを構築しました。
研究成果は、学術誌『Coral Reefs』に掲載さ
れました。
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ゲオリーフの4か所を調査しました。2か所
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（SR3とSR4）。各地点から、水中ドローンで
海水サンプルを採取しました。サンゴの
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近くに広がるシゲオリーフの4か所（SR1-SR4）。沖縄本島の位置と調査海域は左上の図に示した。 (b) 
採取の場所、緯度、経度、おおよその深度、および各地点で採取した水量（左と右）に関する情報を示し
た表。Satoh et al., 2024

水中ドローンによる海中の環境DNAサンプル採取の正確性が裏付けられました。
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で、マンジュウイシ属（Cycloseris）やアザミ
サンゴ属（Galaxea）も若干存在していまし
た。SR2は、トゲサンゴ属（Seriatopora）が
優占し、アザミサンゴ属（Galaxea）も若干存
在していました。SR4では、アワサンゴ属
（Alveopora）を筆頭に、さまざまな種類のサ
ンゴが共生する多様なコミュニティが見ら
れました。一方、SR3ではサンゴの被度は最
も低く、ハナガタサンゴ属(Lobophyllids)や
マンジュウイシ属（Cycloseris）が少数見ら
れるのみでした。これらの地点で多様な分布
が確認されたことから、これらの場所は新し
いDNA採取方法の有効性を検証するのに理
想的な場所となりました。

　研究チームは、サンゴの種類を特定するた
めにミトコンドリアDNAを分析しました。
精度を向上させるため、サンゴの完全なミト
コンドリアゲノムを使用したカスタムデー
タベースを作成しました。このデータベース
は、eDNA配列の特定に役立ち、サンプル中
のサンゴ属を正確に特定・分析することがで
きました。
　環境DNA分析と水中ドローンによる観察
により、各調査地点で異なるサンゴ群集が生
息していることが明らかになりました。SR1
は、ミドリイシ属（Acropora）、トゲサンゴ属
（Ser i a topo ra）、リュウモンサンゴ属
（Pachyseris）などの複数のサンゴ種が豊富

　重要な点は、環境DNAのメタバーコー
ディング法による分析結果が、4地点すべて
で、過去に行ったサンゴ種の観察データと一
致したことです。ただし、この技術にも限界
はあります。場合によって、eDNA分析では
近縁のサンゴ種を区別できず、また、サンプ
リングの成功率は場所によって異なりまし
た。こうした課題はあるものの、今回の研究

OISTでは下記のとおり一般見学の受け入れを行っております。
・自由見学－予約不要、毎日9時－17時
・ガイド付き見学－要予約・先着順、平日のみ
詳しくはHPの見学ページ（https://www.oist.
jp/ja/guided-campus-tour）をご覧ください。

見学ページ

はサンゴ礁研究における重要な一歩となり
ました。海水サンプルからサンゴの種類を特
定し、その存在を目視で確認できるこの方法
は、サンゴ礁の健康状態や生物多様性を観察
する上で、これまでアクセスが難しかった場
所でも活用できる、貴重な新ツールとなるで
しょう。

(a) FIFISH W6Plus ミニROV（2つの海水サンプリング装置付き）、(b) ミニROVカメラからのシゲオ
リーフの採取地点SR1の眺め、(c) トゲサンゴ属（Seriatopora）が優勢なシゲオリーフの採取地点
SR2、(d) シゲオリーフの採取地点SR3、(e) アワサンゴ属（Alveopora） が優勢なシゲオリーフの採取
地点SR4。Satoh et al., 2024

(a) 準深海サンゴ生態系であるシゲオリーフの採取地点4か所（SR1～SR4）におけるイシサンゴ（Scleractinia）の分布とおおよその
割合を示した棒グラフ。茶色の矢印はトゲサンゴ属（Scleractinia）を示している。 (b) 各海水サンプル中のeDNAに一致したサンゴ属
の割合。Satoh et al., 2024
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ます」と研究に期待を込めています。
　本プロジェクトに植物のエピジェネティ
クスの観点から関わる佐瀬教授は、「OISTで
初のASPIRE研究に関われることを嬉しく
思います。ASPIREの研究者ネットワークが
最先端の技術で世界の食料問題に取り組む
ことにとても興奮しています」と話してい
ます。

あり、そのうちの５件が採択されました。
　コンドラショヴ教授の提案課題「農業応用
可能なセンチネル植物を作成するためのバ
イオエンジニアリングプラットフォーム」
は、英国インペリアル・カレッジ・ロンドン 
臨床科学研究所のカレン・サルキシャン名誉
上級講師との国際共同研究体制によって実
施するものです。OISTからは、植物エピジェ
ネティクスユニットを率いる佐瀬英俊教授
も参加します。日英の機械学習、分子エンジ
ニアリング、植物科学といった補完的な専門
知識を持つ科学者による学際的な研究チー
ムは農業利用できるセンチネル植物の開発
と農場利用を目指します。
　世界で食糧不足が問題となる中、バイオエ
ンジニアリング技術による既存の農業形態
の改革が期待されていますが、中でも有望な
技術の１つは、害虫被害をリアルタイム発光
で簡易に検知できるセンチネル植物の利用
です。本研究では、植物が害虫や病原体に応

　沖縄科学技術大学院大学（OIST）マリンゲ
ノミックスユニット、琉球大学、NTTコミュ
ニケーションズの共同研究チームは、水中
ドローンと環境DNAのメタバーコーディン
グ法を組み合わせ、準深海サンゴ生態系を
観察する強固なシステムを構築しました。
研究成果は、学術誌『Coral Reefs』に掲載さ
れました。
　沖縄本島北部の本部半島近くに広がるシ
ゲオリーフの4か所を調査しました。2か所
は水深約35～45メートル（SR1とSR2）、さ
らに深い2か所は水深約54～59メートル
（SR3とSR4）。各地点から、水中ドローンで
海水サンプルを採取しました。サンゴの
eDNAを保護するために、サンゴ礁の約0.5
～1メートルほど上の海水を採取し、慎重に
保存しました。

　サンゴを正確に観察するには、「スキュー
バダイビング」と「分類学」の両方の技術が必
要で、そうした人材を確保することは困難な
場合があります。そのため、既存の方法では、
準深海サンゴ生態系を徹底的に調査するに
は限界があり、新たな方法が必要とされてい
ます。
　研究チームは、ミニ ROV（小型遠隔操作
車、通称 水中ドローン）を使って、環境DNA
（eDNA）を分析するという革新的な解決策
を見出しました。この場合のeDNAは、サン
ゴが水中に放出する遺伝物質のことで、それ
を収集・分析することで、直接観察すること
なく、準深海環境に存在する複数の生物の種
類を特定できるようになりました。これによ
り、これまでアクセスが困難だった生物多様
性のホットスポットの研究が容易になりま
す。

水中ドローンを使用した準深海サンゴ礁生態系4か所におけるイシサンゴの環境DNA調査。 (a) 本部半島
近くに広がるシゲオリーフの4か所（SR1-SR4）。沖縄本島の位置と調査海域は左上の図に示した。 (b) 
採取の場所、緯度、経度、おおよその深度、および各地点で採取した水量（左と右）に関する情報を示し
た表。Satoh et al., 2024

水中ドローンによる海中の環境DNAサンプル採取の正確性が裏付けられました。

3. 水中ドローンで広がるサンゴ礁の生物多様性研究

　メソフォテック（中有光性あるいは準深海）サンゴ生態系には、世界でも有数のさまざまなイ
シサンゴ（Scleractinia）が生息しており、研究者にとって特に重要な場所となっています。また、
浅瀬のサンゴ生態系に比べ、より多くの固有種が生息しているのも特徴です。しかし、準深海サ
ンゴ生態系は水深30～150メートルと、深いところにあることが多いため、観察を困難にしてい
ます。
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で、マンジュウイシ属（Cycloseris）やアザミ
サンゴ属（Galaxea）も若干存在していまし
た。SR2は、トゲサンゴ属（Seriatopora）が
優占し、アザミサンゴ属（Galaxea）も若干存
在していました。SR4では、アワサンゴ属
（Alveopora）を筆頭に、さまざまな種類のサ
ンゴが共生する多様なコミュニティが見ら
れました。一方、SR3ではサンゴの被度は最
も低く、ハナガタサンゴ属(Lobophyllids)や
マンジュウイシ属（Cycloseris）が少数見ら
れるのみでした。これらの地点で多様な分布
が確認されたことから、これらの場所は新し
いDNA採取方法の有効性を検証するのに理
想的な場所となりました。

　研究チームは、サンゴの種類を特定するた
めにミトコンドリアDNAを分析しました。
精度を向上させるため、サンゴの完全なミト
コンドリアゲノムを使用したカスタムデー
タベースを作成しました。このデータベース
は、eDNA配列の特定に役立ち、サンプル中
のサンゴ属を正確に特定・分析することがで
きました。
　環境DNA分析と水中ドローンによる観察
により、各調査地点で異なるサンゴ群集が生
息していることが明らかになりました。SR1
は、ミドリイシ属（Acropora）、トゲサンゴ属
（Ser i a topo ra）、リュウモンサンゴ属
（Pachyseris）などの複数のサンゴ種が豊富

　重要な点は、環境DNAのメタバーコー
ディング法による分析結果が、4地点すべて
で、過去に行ったサンゴ種の観察データと一
致したことです。ただし、この技術にも限界
はあります。場合によって、eDNA分析では
近縁のサンゴ種を区別できず、また、サンプ
リングの成功率は場所によって異なりまし
た。こうした課題はあるものの、今回の研究

OISTでは下記のとおり一般見学の受け入れを行っております。
・自由見学－予約不要、毎日9時－17時
・ガイド付き見学－要予約・先着順、平日のみ
詳しくはHPの見学ページ（https://www.oist.
jp/ja/guided-campus-tour）をご覧ください。

見学ページ

はサンゴ礁研究における重要な一歩となり
ました。海水サンプルからサンゴの種類を特
定し、その存在を目視で確認できるこの方法
は、サンゴ礁の健康状態や生物多様性を観察
する上で、これまでアクセスが難しかった場
所でも活用できる、貴重な新ツールとなるで
しょう。

(a) FIFISH W6Plus ミニROV（2つの海水サンプリング装置付き）、(b) ミニROVカメラからのシゲオ
リーフの採取地点SR1の眺め、(c) トゲサンゴ属（Seriatopora）が優勢なシゲオリーフの採取地点
SR2、(d) シゲオリーフの採取地点SR3、(e) アワサンゴ属（Alveopora） が優勢なシゲオリーフの採取
地点SR4。Satoh et al., 2024

(a) 準深海サンゴ生態系であるシゲオリーフの採取地点4か所（SR1～SR4）におけるイシサンゴ（Scleractinia）の分布とおおよその
割合を示した棒グラフ。茶色の矢印はトゲサンゴ属（Scleractinia）を示している。 (b) 各海水サンプル中のeDNAに一致したサンゴ属
の割合。Satoh et al., 2024

　ASPIREは、科学技術振興機構（JST）が、政
策上重要な科学技術分野において、日本の研
究者による国際共同研究への参画を加速さ
せることを目指すものです。ASPIRE日本－
英国共同研究「エンジニアリングバイオロ
ジー領域」では、英国研究技術革新機構
（UKRI）傘下のバイオテクノロジー・生物科
学研究会議（BBSRC）との合意に基づき、エ

ンジニアリングバイオロジーの基礎と横断
的技術に焦点を当て、国際競争力のある日英
の共同研究課題の支援を通じて国際的な研
究者ネットワークを構築し、今後の活躍が期
待される若手研究者の育成を支援するもの
で、2024年度から2027年度の3年で、最大
1.8億円の研究費が支援されます。JSTの発
表によると、今回の募集では30件の応募が

答して放出する植物ホルモンを検知する遺
伝子（発光レポーター）を持つタバコ、シロ
イヌナズナに加え、実際の農場で作物被害
をリアルタイムで検出可能なイネ、ダイズ
の開発を行う予定です。
　コンドラショヴ教授は、「これらの開発に
より、植物発光をドローンで検出すること
で害虫被害をリアルタイムでモニター可能
となることが期待されます。また、国内外の
研究者を集めた国際会議の開催などによ
り、さらなる研究ネットワーク拡大を狙い
ます」と研究に期待を込めています。
　本プロジェクトに植物のエピジェネティ
クスの観点から関わる佐瀬教授は、「OISTで
初のASPIRE研究に関われることを嬉しく
思います。ASPIREの研究者ネットワークが
最先端の技術で世界の食料問題に取り組む
ことにとても興奮しています」と話してい
ます。

あり、そのうちの５件が採択されました。
　コンドラショヴ教授の提案課題「農業応用
可能なセンチネル植物を作成するためのバ
イオエンジニアリングプラットフォーム」
は、英国インペリアル・カレッジ・ロンドン 
臨床科学研究所のカレン・サルキシャン名誉
上級講師との国際共同研究体制によって実
施するものです。OISTからは、植物エピジェ
ネティクスユニットを率いる佐瀬英俊教授
も参加します。日英の機械学習、分子エンジ
ニアリング、植物科学といった補完的な専門
知識を持つ科学者による学際的な研究チー
ムは農業利用できるセンチネル植物の開発
と農場利用を目指します。
　世界で食糧不足が問題となる中、バイオエ
ンジニアリング技術による既存の農業形態
の改革が期待されていますが、中でも有望な
技術の１つは、害虫被害をリアルタイム発光
で簡易に検知できるセンチネル植物の利用
です。本研究では、植物が害虫や病原体に応

　沖縄科学技術大学院大学（OIST）マリンゲ
ノミックスユニット、琉球大学、NTTコミュ
ニケーションズの共同研究チームは、水中
ドローンと環境DNAのメタバーコーディン
グ法を組み合わせ、準深海サンゴ生態系を
観察する強固なシステムを構築しました。
研究成果は、学術誌『Coral Reefs』に掲載さ
れました。
　沖縄本島北部の本部半島近くに広がるシ
ゲオリーフの4か所を調査しました。2か所
は水深約35～45メートル（SR1とSR2）、さ
らに深い2か所は水深約54～59メートル
（SR3とSR4）。各地点から、水中ドローンで
海水サンプルを採取しました。サンゴの
eDNAを保護するために、サンゴ礁の約0.5
～1メートルほど上の海水を採取し、慎重に
保存しました。

　サンゴを正確に観察するには、「スキュー
バダイビング」と「分類学」の両方の技術が必
要で、そうした人材を確保することは困難な
場合があります。そのため、既存の方法では、
準深海サンゴ生態系を徹底的に調査するに
は限界があり、新たな方法が必要とされてい
ます。
　研究チームは、ミニ ROV（小型遠隔操作
車、通称 水中ドローン）を使って、環境DNA
（eDNA）を分析するという革新的な解決策
を見出しました。この場合のeDNAは、サン
ゴが水中に放出する遺伝物質のことで、それ
を収集・分析することで、直接観察すること
なく、準深海環境に存在する複数の生物の種
類を特定できるようになりました。これによ
り、これまでアクセスが困難だった生物多様
性のホットスポットの研究が容易になりま
す。

水中ドローンを使用した準深海サンゴ礁生態系4か所におけるイシサンゴの環境DNA調査。 (a) 本部半島
近くに広がるシゲオリーフの4か所（SR1-SR4）。沖縄本島の位置と調査海域は左上の図に示した。 (b) 
採取の場所、緯度、経度、おおよその深度、および各地点で採取した水量（左と右）に関する情報を示し
た表。Satoh et al., 2024

水中ドローンによる海中の環境DNAサンプル採取の正確性が裏付けられました。

3. 水中ドローンで広がるサンゴ礁の生物多様性研究

　メソフォテック（中有光性あるいは準深海）サンゴ生態系には、世界でも有数のさまざまなイ
シサンゴ（Scleractinia）が生息しており、研究者にとって特に重要な場所となっています。また、
浅瀬のサンゴ生態系に比べ、より多くの固有種が生息しているのも特徴です。しかし、準深海サ
ンゴ生態系は水深30～150メートルと、深いところにあることが多いため、観察を困難にしてい
ます。
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で、マンジュウイシ属（Cycloseris）やアザミ
サンゴ属（Galaxea）も若干存在していまし
た。SR2は、トゲサンゴ属（Seriatopora）が
優占し、アザミサンゴ属（Galaxea）も若干存
在していました。SR4では、アワサンゴ属
（Alveopora）を筆頭に、さまざまな種類のサ
ンゴが共生する多様なコミュニティが見ら
れました。一方、SR3ではサンゴの被度は最
も低く、ハナガタサンゴ属(Lobophyllids)や
マンジュウイシ属（Cycloseris）が少数見ら
れるのみでした。これらの地点で多様な分布
が確認されたことから、これらの場所は新し
いDNA採取方法の有効性を検証するのに理
想的な場所となりました。

　研究チームは、サンゴの種類を特定するた
めにミトコンドリアDNAを分析しました。
精度を向上させるため、サンゴの完全なミト
コンドリアゲノムを使用したカスタムデー
タベースを作成しました。このデータベース
は、eDNA配列の特定に役立ち、サンプル中
のサンゴ属を正確に特定・分析することがで
きました。
　環境DNA分析と水中ドローンによる観察
により、各調査地点で異なるサンゴ群集が生
息していることが明らかになりました。SR1
は、ミドリイシ属（Acropora）、トゲサンゴ属
（Ser i a topo ra）、リュウモンサンゴ属
（Pachyseris）などの複数のサンゴ種が豊富

　重要な点は、環境DNAのメタバーコー
ディング法による分析結果が、4地点すべて
で、過去に行ったサンゴ種の観察データと一
致したことです。ただし、この技術にも限界
はあります。場合によって、eDNA分析では
近縁のサンゴ種を区別できず、また、サンプ
リングの成功率は場所によって異なりまし
た。こうした課題はあるものの、今回の研究

OISTでは下記のとおり一般見学の受け入れを行っております。
・自由見学－予約不要、毎日9時－17時
・ガイド付き見学－要予約・先着順、平日のみ
詳しくはHPの見学ページ（https://www.oist.
jp/ja/guided-campus-tour）をご覧ください。

見学ページ

はサンゴ礁研究における重要な一歩となり
ました。海水サンプルからサンゴの種類を特
定し、その存在を目視で確認できるこの方法
は、サンゴ礁の健康状態や生物多様性を観察
する上で、これまでアクセスが難しかった場
所でも活用できる、貴重な新ツールとなるで
しょう。

(a) FIFISH W6Plus ミニROV（2つの海水サンプリング装置付き）、(b) ミニROVカメラからのシゲオ
リーフの採取地点SR1の眺め、(c) トゲサンゴ属（Seriatopora）が優勢なシゲオリーフの採取地点
SR2、(d) シゲオリーフの採取地点SR3、(e) アワサンゴ属（Alveopora） が優勢なシゲオリーフの採取
地点SR4。Satoh et al., 2024

(a) 準深海サンゴ生態系であるシゲオリーフの採取地点4か所（SR1～SR4）におけるイシサンゴ（Scleractinia）の分布とおおよその
割合を示した棒グラフ。茶色の矢印はトゲサンゴ属（Scleractinia）を示している。 (b) 各海水サンプル中のeDNAに一致したサンゴ属
の割合。Satoh et al., 2024
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　沖縄県は、企業の後継者不在率が全国平均よ
りも高く、後継者不在を理由に黒字経営のまま
廃業に至ってしまう企業も増加傾向にありま
す。地域に根付き、人々の生活を支えてきた企
業は、地域の活動を支える重要な存在です。地
域の経営資源の消失を防ぐためにも、事業を引
き継いでいくことは大変重要です。
　そのため、県内企業の事業承継を官民が一体
となって支援するべく、内閣府沖縄総合事務局、
沖縄県、独立行政法人中小企業基盤整備機構沖
縄事務所、沖縄県事業承継・引継ぎ支援センタ
ーでは、毎年 11 月を「事業承継啓発月間」と
設定し、事業承継に関連したイベント等を集中
的に実施することで、事業承継の重要性を広く
周知し、理解を深めていただく取組を行ってい
ます。
　近年は後継者不在率が減少傾向にあるもの
の、地域に目を向けてみると、長年続いたお店
がどこにも相談しないままひっそりと廃業す
る、いわゆる「サイレント廃業」が相次いで発
生しています。そこで、今年度の事業承継啓発
月間は「サイレント廃業をなくそう」をテーマ
に、様々なイベントを実施しました。

事業承継を後押し
 ～地域に残したい、愛されるお店を大募集～
　住民の声をきっかけに、事業承継の支援が
必要な事業者を発掘し、後継者探しのサポー
トを行うため、地域で愛されるお店を SNS
（Instagram、X、Facebook）にて「＃未来につ
なぐ沖縄の店」の投稿で募集しました。集まった
声をもとに、事業承継に課題を抱えた事業者に対
し、沖縄県事業承継・引継ぎ支援センターによる
後継者探しなどのサポートを行っています。

女性あとつぎ交流会
　11月 20 日には、女性経営者特有の課題の共
有や気軽に相談できるネットワークづくりを目
的に「女性あとつぎ交流会」を開催しました。
交流会後、参加者からは「女性目線でリアルな
話を聞くことができて良かった」「今後経営し
ていく上でのヒントが得られた」等の声が寄せ
られ、交流会の継続を求める声も多く挙がりま
した。

地域の事業承継支援に関する座談会
　沖縄県事業承継・引継ぎ支援センターでは、
商工会等と連携して地域の支援対象者の掘り起
こしを行っています。しかしながら、支援セン
ターの存在を知らない小規模事業者も多く、自
治体と連携した取組が必要なため、自治体を核
とした事業承継支援の検討を促しています。
　八重瀬町では、八重瀬町農林水産課が中心と
なり、商工会や金融機関等とともに、町内にお
ける事業承継支援について検討する座談会を開
催しました。今後も継続して支援の仕組みを検
討していく予定です。

　他にも、事業承継に関するテレビ特別番組放送
や新聞特集、ラジオ番組とのタイアップなど、事
業承継に必要な知識や情報の提供を行いました。

　沖縄総合事務局では今後も関係機関と連携
し、事業者が事業承継に向けて第一歩を踏み出
せるよう、引き続き事業承継支援に取り組んで
参ります。

 https://www.ogb.go.jp/keisan

■本記事に関するお問い合わせについて
　内閣府沖縄総合事務局経済産業部中小企業課 

TEL：098-866-1755 担当： 鶴見、桃原、西銘

内閣府　沖縄総合事務局
経済産業部

沖縄総合事務局経済産業部の取り組みについて
サイレント廃業をなくそう
～11月は事業承継啓発月間～

交流会の参加者

座談会の様子



45

行政情報
行政情報

行政情報　

vol.182

安全保障貿易管理とは
　昨今のグローバルな取引が拡大している中、
提供や販売した貨物や技術が知らないうちに軍
事転用され、大量破壊兵器等に使用されること
もあります。
　そのような軍事転用等のおそれのある貨物や
技術を外国へ提供や販売する際は、外国為替及
び外国貿易法（略称：外為法）に基づき手続き
を行う必要があります。そうした内容をお伝え
するため、安全保障貿易管理等説明会などを開
催しました。

安全保障貿易管理等説明会
　安全保障貿易管理等説明会は、令和 6年 11
月 28 日に沖縄健康バイオテクノロジー研究開
発センター研修室にてオンライン併用で開催し
ました。
　本説明会では、オンライン参加を含む全国か
らの 100 人以上の参加者に対し、安全保障貿易
管理の専門家より、入門編として、輸出管理と
は何か、なぜ輸出管理が必要なのかなど、輸出
管理が初めての方などに向けた説明を行いまし
た。

沖縄県内高等教育機関安全保障ネットワーク　
安全保障輸出管理勉強会
　11月 29日には県内大学等の高等教育機関10
団体が一堂に会した安全保障輸出管理勉強会を
那覇第２地方合同庁舎１号館２階大会議室で開
催しました。
　国際交流が盛んな現代では、高等教育機関で
の留学生受入や教職員の海外での研究活動など、

国際的な活動が数多く行われています。安全保
障輸出管理は、国際的な活動を行う高等教育機
関が果たすべき法令順守の１つと位置付けられ
ており、リスク管理として、安全保障輸出管理
の体制を整備することが求められています。
　本勉強会では、経済産業省より、高等教育機
関に求められている安全保障輸出管理の概要、
中小規模の高等教育機関における体制整備の在
り方などを説明し、安全保障輸出管理の理解を
深めました。さらに、各機関同士で安全保障輸
出管理についての情報共有及び意見交換を行い、
各機関での体制整備の一助となる勉強会となり
ました。

さいごに
　グローバルな活動が活発な昨今において、安全
保障貿易管理は、身近なものとなっています。説
明会及び勉強会が、参加された事業者や高等教育
機関の皆さまの安全保障貿易管理の理解の促進に
つながることを期待しています。
　説明会に参加できなかった場合でも、資料のご
案内等は可能ですので、お気軽にお問合せくださ
い。

 https://www.ogb.go.jp/keisan

■本記事に関するお問い合わせについて
　内閣府沖縄総合事務局経済産業部商務通商課 

TEL：098-866-1731 担当： 新崎、宮里、垣花

内閣府　沖縄総合事務局
経済産業部

沖縄総合事務局経済産業部の取り組みについて
安全保障貿易管理等説明会などを
開催しました

安全保障貿易管理等説明会

安全保障輸出管理勉強会の様子







消費関連
百貨店売上高は、２カ月ぶりに前年を上回った。注目度の高い催事企画の開催により来店客数が増加

したほか、免税売上の増加などもあり売上増加に寄与した。スーパー売上高は、既存店・全店ベースとも
に30カ月連続で前年を上回った。値上げによる単価上昇などにより食料品を中心に売上げが増加した。
新車販売台数は、レンタカーや普通乗用車は増加したものの、軽自動車が減少したことから２カ月ぶり
に前年を下回った。家電大型専門店販売額（10月）は、15カ月連続で前年を上回った。
先行きは、引き続き物価の動向に注視する必要があるものの、消費マインドは底堅い推移が見込まれ、

回復の動きが強まるとみられる。

公共工事請負金額は、県、独立行政法人等・その他は増加したが、国、市町村は減少したことから２カ月ぶ
りに前年を下回った。建築着工床面積（10月）は、居住用は増加したが、非居住用は減少したことから３カ月
連続で前年を下回った。新設住宅着工戸数（10月）は、持家、貸家、給与、分譲、すべての項目で増加したことか
ら３カ月ぶりに前年を上回った。県内主要建設会社の受注額は、民間工事は増加したが、公共工事は減少し
たことから２カ月ぶりに前年を下回った。建設資材関連では、セメント、生コンはともに３カ月連続で前年
を下回った。鋼材売上高は４カ月連続で前年を下回り、木材売上高は３カ月連続で前年を下回った。
先行きは、建設資材の動向を注視する必要があるものの、手持ち工事額は引き続き高水準での推移が見込

まれることなどから回復の動きが強まるとみられる。

建設関連

入域観光客数は、36カ月連続で前年を上回った。国内客は５カ月連続で増加し、外国客は26カ月連続
で増加した。県内主要ホテルは、稼働率は８カ月連続で前年を上回り、売上高、宿泊収入ともに６カ月連
続で前年を上回った。主要観光施設入場者数は33カ月連続で前年を上回った。ゴルフ場は、入場者数・売
上高ともに３カ月連続で前年を下回った。修学旅行の最盛期であったことや、秋の行楽シーズンによる
旅行需要により好調に推移した。
先行きは、外国からの訪日意欲が高く外国客の増加が見込まれること、年末年始の大型連休やスポー

ツキャンプシーズンの到来で国内客の増加も予想されることから、拡大の動きが強まるとみられる。

観光関連

新規求人数は、前年同月比4.0％減と３カ月連続で前年を下回った。産業別では、宿泊業・飲食サービ
ス業、情報通信業などで減少した。有効求人倍率（季調値）は1.12倍で、前月から0.03ポイント低下した。
完全失業率（季調値）は3.3％と、前月から0.1ポイント低下した。
消費者物価指数は、前年同月比3.6％の上昇となり、39カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を除く総

合は同3.3％の上昇となり、生鮮食品及びエネルギーを除く総合は同2.9％の上昇となった。
倒産件数は４件で前年同月と同数となった。負債総額は２億8,700万円で、前年同月比20.1％増と

なった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

消費関連は、消費マインドは底堅く推移しており、回復の動きが強まっていること、

建設関連は、手持ち工事額は高水準で推移しており、回復の動きが強まっていること、

観光関連は、秋の行楽シーズンで修学旅行や個人客が増加したことにより好調に推移

し、拡大の動きが強まっていること、総じて県内景気は緩やかに拡大している。

先行きは、底堅い消費マインドと観光需要にけん引され、引き続き緩やかに拡大する

とみられる。

景気は、緩やかに拡大している（15カ月連続）

県 内 の

景気
動向

概況 2024年11月
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消費関連では、百貨店売上高は前年を上回る

観光関連では、入域観光客数は前年を上回る
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（注）家電大型専門店販売額、広告収入は24年10月分。数値は前年比（％）。
　　ホテル稼働率（％ポイント）、企業倒産件数（件）は前年差。Pは速報値。

（注）家電大型専門店販売額、広告収入は24年8月～24年10月分。数値は前年比（％）。
　　ホテル稼働率（％ポイント）は前年差。企業倒産件数（件）は３カ月の累計件数の前年差。Pは速報値。
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-13.1  
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P8.5 
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2024.9－2024.11

（注）家電大型専門店販売額、広告収入は24年10月分。数値は前年比（％）。
　　ホテル稼働率（％ポイント）、企業倒産件数（件）は前年差。Pは速報値。

（注）家電大型専門店販売額、広告収入は24年8月～24年10月分。数値は前年比（％）。
　　ホテル稼働率（％ポイント）は前年差。企業倒産件数（件）は３カ月の累計件数の前年差。Pは速報値。
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出所：りゅうぎん総合研究所

出所：沖縄県自動車販売協会

1 百貨店売上高（前年同月比）

2 スーパー売上高（前年同月比）

出所：りゅうぎん総合研究所
出所：経済産業省商業動態統計調査

3 新車販売台数 （前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

※棒グラフは車種別寄与度

出所：沖縄県中古自動車販売協会　※登録ベース

4 中古自動車販売台数【登録ベース】（前年同月比）

5 家電大型専門店販売額（前年同月比）

※棒グラフは車種別寄与度

２カ月ぶりに増加
・百貨店売上高は、前年同月比7.5％増と２
カ月ぶりに前年を上回った。
・注目度の高い催事企画の開催により来店
客数が増加したほか、免税売上や外商売
上の増加などもあり前年を上回った。
・品目別にみると、食料品が同5.8％増、家庭
用品・その他が同29.0％増、衣料品が同
5.7％減、身の回り品が同7.2％減となった。

・スーパー売上高は、既存店ベースは前年
同月比4.9％増と30カ月連続で前年を上
回った。
・食料品は、節約志向がみられ買上点数は
減少傾向にあるものの、値上げによる単
価上昇などにより同4.4％増となった。衣
料品は、平均気温が高くかりゆしウェア
をはじめとした半袖衣料が好調となり同
5.5％増、住居関連は同7.6％増となった。
・全店ベースは同6.3％増と30カ月連続で前
年を上回った。

既存店・全店ともに30カ月連続で増加

・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は、１万

7,944台で前年同月比1.2％減と２カ月ぶ

りに前年を下回った。

・内訳では、普通自動車が7,477台（前年同

月比1.6％増）、軽自動車が１万467台（同

3.1％減）となった。

２カ月ぶりに減少

・家電大型専門店販売額（10月）は、前年同

月比1.1％増と15カ月連続で前年を上

回った。

・値上げによる単価上昇に加え、県による

補助事業「おきなわ省エネ家電買換応援

キャンペーン」によりエアコンや冷蔵庫

を中心に買い替え需要の高まりがみら

れた。

15カ月連続で増加

・新車販売台数は3,596台で前年同月比
1.0％減と２カ月ぶりに前年を下回った。
・レンタカーや普通乗用車は増加したもの
の、軽自動車の減少幅が大きく全体を押
し下げた。
・車種別にみると、普通自動車（登録車）は
1,720台（前年同月比8.8％増）で、うち普通
乗用車は835台（同4.8％増）、小型乗用車
は702台（同11.1％増）であった。軽自動車
（届出車）は1,876台（同8.6％減）で、うち軽
乗用車は1,394台（同15.7％減）であった。

２カ月ぶりに減少
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出所：りゅうぎん総合研究所

出所：沖縄県自動車販売協会

1 百貨店売上高（前年同月比）

2 スーパー売上高（前年同月比）

出所：りゅうぎん総合研究所
出所：経済産業省商業動態統計調査

3 新車販売台数 （前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

※棒グラフは車種別寄与度

出所：沖縄県中古自動車販売協会　※登録ベース

4 中古自動車販売台数【登録ベース】（前年同月比）

5 家電大型専門店販売額（前年同月比）

※棒グラフは車種別寄与度

２カ月ぶりに増加
・百貨店売上高は、前年同月比7.5％増と２
カ月ぶりに前年を上回った。
・注目度の高い催事企画の開催により来店
客数が増加したほか、免税売上や外商売
上の増加などもあり前年を上回った。
・品目別にみると、食料品が同5.8％増、家庭
用品・その他が同29.0％増、衣料品が同
5.7％減、身の回り品が同7.2％減となった。

・スーパー売上高は、既存店ベースは前年
同月比4.9％増と30カ月連続で前年を上
回った。
・食料品は、節約志向がみられ買上点数は
減少傾向にあるものの、値上げによる単
価上昇などにより同4.4％増となった。衣
料品は、平均気温が高くかりゆしウェア
をはじめとした半袖衣料が好調となり同
5.5％増、住居関連は同7.6％増となった。
・全店ベースは同6.3％増と30カ月連続で前
年を上回った。

既存店・全店ともに30カ月連続で増加

・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は、１万

7,944台で前年同月比1.2％減と２カ月ぶ

りに前年を下回った。

・内訳では、普通自動車が7,477台（前年同

月比1.6％増）、軽自動車が１万467台（同

3.1％減）となった。

２カ月ぶりに減少

・家電大型専門店販売額（10月）は、前年同

月比1.1％増と15カ月連続で前年を上

回った。

・値上げによる単価上昇に加え、県による

補助事業「おきなわ省エネ家電買換応援

キャンペーン」によりエアコンや冷蔵庫

を中心に買い替え需要の高まりがみら

れた。

15カ月連続で増加

・新車販売台数は3,596台で前年同月比
1.0％減と２カ月ぶりに前年を下回った。
・レンタカーや普通乗用車は増加したもの
の、軽自動車の減少幅が大きく全体を押
し下げた。
・車種別にみると、普通自動車（登録車）は
1,720台（前年同月比8.8％増）で、うち普通
乗用車は835台（同4.8％増）、小型乗用車
は702台（同11.1％増）であった。軽自動車
（届出車）は1,876台（同8.6％減）で、うち軽
乗用車は1,394台（同15.7％減）であった。

２カ月ぶりに減少
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出所：西日本建設業保証株式会社沖縄支店

出所：国土交通省

出所：国土交通省 ※給与は、社宅や宿舎などのこと。

1 公共工事請負金額（前年同月比）

2 建築着工床面積（前年同月比）

3 新設住宅着工戸数（前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

※棒グラフは用途別寄与度

※棒グラフは利用関係別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

4 建設受注額 （前年同月比）

5 セメント・生コン（前年同月比）

6 鋼材・木材 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

・公共工事請負金額は、266億80百万円で前

年同月比12.9％減となり、２カ月ぶりに前

年を下回った。

・発注者別では、県は同35.7％増、独立行政

法人等・その他は同297.6％増となり、国は

同28.1％減、市町村は同13.6％減となった。

２カ月ぶりに減少
・建設受注額（調査先建設会社：17社）は前

年同月比23.2％減と２カ月ぶりに前年

を下回った。

・発注者別では、公共工事は同45.7％減と

２カ月連続で減少し、民間工事は同1.4％

増と２カ月連続で増加した。

２カ月ぶりに減少

・セメント出荷量は６万4,198トンとなり、
前年同月比9.5％減と３カ月連続で前年
を下回った。
・生コン出荷量は11万520㎥で同9.3％減
と３カ月連続で前年を下回った。生コン
出荷量を出荷先別にみると、公共工事で
は、米軍工事向けなどが増加し、学校関
連向け、海事工事向けなどが減少した。
民間工事では、ホテル向けなどが増加し、
マンション向け、個人住宅向けなどが減
少した。

・鋼材売上高は、出荷量が減少したことな

どから前年同月比1.3％減と４カ月連続

で前年を下回った。

・木材売上高は、出荷量が減少したこと、

木材価格が下降したことなどから同

17.8％減と３カ月連続で前年を下回っ

た。

セメント、生コンはともに
３カ月連続で減少

鋼材は４カ月連続で減少、
木材は３カ月連続で減少

・建築着工床面積（10月）は９万3,915㎡で

前年同月比35.3％減と３カ月連続で前年

を下回った。居住用は同18.4％増となり、

非居住用は同72.5％減となった。

・建築着工床面積を用途別（大分類）にみる

と、居住用では居住専用、居住産業併用と

もに増加した。非居住用では、公務用など

が増加し、運輸業用、飲食店・宿泊業用な

どが減少した。

３カ月連続で減少

・新設住宅着工戸数（10月）は906戸で前年

同月比23.1％増と３カ月ぶりに前年を上

回った。

・利用関係別では、持家（204戸）が同10.9％

増、貸家（446戸）が同13.5％増、給与（５

戸）が全増、分譲（251戸）が同47.6％増と

なった。

３カ月ぶりに増加
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出所：西日本建設業保証株式会社沖縄支店

出所：国土交通省

出所：国土交通省 ※給与は、社宅や宿舎などのこと。

1 公共工事請負金額（前年同月比）

2 建築着工床面積（前年同月比）

3 新設住宅着工戸数（前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

※棒グラフは用途別寄与度

※棒グラフは利用関係別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

4 建設受注額 （前年同月比）

5 セメント・生コン（前年同月比）

6 鋼材・木材 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

・公共工事請負金額は、266億80百万円で前

年同月比12.9％減となり、２カ月ぶりに前

年を下回った。

・発注者別では、県は同35.7％増、独立行政

法人等・その他は同297.6％増となり、国は

同28.1％減、市町村は同13.6％減となった。

２カ月ぶりに減少
・建設受注額（調査先建設会社：17社）は前

年同月比23.2％減と２カ月ぶりに前年

を下回った。

・発注者別では、公共工事は同45.7％減と

２カ月連続で減少し、民間工事は同1.4％

増と２カ月連続で増加した。

２カ月ぶりに減少

・セメント出荷量は６万4,198トンとなり、
前年同月比9.5％減と３カ月連続で前年
を下回った。
・生コン出荷量は11万520㎥で同9.3％減
と３カ月連続で前年を下回った。生コン
出荷量を出荷先別にみると、公共工事で
は、米軍工事向けなどが増加し、学校関
連向け、海事工事向けなどが減少した。
民間工事では、ホテル向けなどが増加し、
マンション向け、個人住宅向けなどが減
少した。

・鋼材売上高は、出荷量が減少したことな

どから前年同月比1.3％減と４カ月連続

で前年を下回った。

・木材売上高は、出荷量が減少したこと、

木材価格が下降したことなどから同

17.8％減と３カ月連続で前年を下回っ

た。

セメント、生コンはともに
３カ月連続で減少

鋼材は４カ月連続で減少、
木材は３カ月連続で減少

・建築着工床面積（10月）は９万3,915㎡で

前年同月比35.3％減と３カ月連続で前年

を下回った。居住用は同18.4％増となり、

非居住用は同72.5％減となった。

・建築着工床面積を用途別（大分類）にみる

と、居住用では居住専用、居住産業併用と

もに増加した。非居住用では、公務用など

が増加し、運輸業用、飲食店・宿泊業用な

どが減少した。

３カ月連続で減少

・新設住宅着工戸数（10月）は906戸で前年

同月比23.1％増と３カ月ぶりに前年を上

回った。

・利用関係別では、持家（204戸）が同10.9％

増、貸家（446戸）が同13.5％増、給与（５

戸）が全増、分譲（251戸）が同47.6％増と

なった。

３カ月ぶりに増加
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1 入域観光客数（実数、前年同月比）

2 入域観光客数【国内客、外国客】（前年同月比）

出所：沖縄県観光政策課

出所：沖縄県観光政策課

3 主要ホテル稼働率・売上高（実数、前年同月比）

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

4 主要ホテル宿泊収入 （前年同月比） ※棒グラフは客室数・単価別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）調査先は６施設（うち県外客については４施設）からなる。

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）

・入域観光客数は、81万800人（前年同月比
17.8％増）となり、36カ月連続で前年を上
回った。
・路線別では、空路は75万300人（同11.5％
増）となり36カ月連続で前年を上回った。
海路は６万500人（同295.4％増）となり27
カ月連続で前年を上回った。

36カ月連続で増加

・主要ホテル（速報値）の売上高のうち宿
泊収入は、販売客室数（数量要因）が増加、
宿泊客室単価（価格要因）も上昇し、前年
同月比17.5％増と６カ月連続で前年を上
回った。
・那覇市内ホテルは、販売客室数が増加、
宿泊客室単価も上昇し、同37.4％増とな
り12カ月連続で前年を上回った。
・リゾート型ホテル（速報値）は、販売客室
数が増加、宿泊単価も上昇し、同13.2％増
となり６カ月連続で前年を上回った。

６カ月連続で増加

・主要観光施設の入場者数は、前年同月比

7.1％増と33カ月連続で前年を上回った。

・修学旅行の最盛期であるほか、国内外か

らの個人やグループ等の個人旅行も増

加傾向がみられた。

33カ月連続で増加

・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月比

6.5％減と３カ月連続で前年を下回った。

県内客は３カ月連続で前年を下回り、

県外客は３カ月ぶりに前年を上回った。

売上高は同0.1％減と３カ月連続で前年

を下回った。

・ゴルフシーズンで予約状況は前年とほ

ぼ同様であったものの、天候不良によ

るキャンセルが多く、入場者・売上とも

に減少した。

入場者数、売上高ともに
３カ月連続で減少

・国内客は、63万6,800人（前年同月比6.6％

増）となり、５カ月連続で前年を上回った。

外国客は17万4,000人（同91.0％増）となり、

26カ月連続で増加した。

・修学旅行の最盛期であるなか秋の行楽

シーズンで個人の旅行需要も高く、国内

客が増加したほか、外国客も引き続き好

調であった。

国内客は５カ月連続で増加、
外国客は26カ月連続で増加

・主要ホテル（速報値）の客室稼働率は
66.7％と前年同月差9.1％ポイント上昇し
８カ月連続で前年を上回り、売上高は前
年同月比14.2％増となり、６カ月連続で前
年を上回った。
・那覇市内ホテルの客室稼働率は77.5％と
同19.7％ポイント上昇し、11カ月連続で
前年を上回り、売上高は同33.2％増と12
カ月連続で前年を上回った。
・リゾート型ホテル（速報値）の客室稼働率
は62.7％と同5.2％ポイント上昇し８カ月
連続で前年を上回り、売上高は同10.1％増
と６カ月連続で前年を上回った。

稼働率は８カ月連続で上昇、
売上高は６カ月連続で増加

56

県内の景気動向



観光関連

消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他

消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他

1 入域観光客数（実数、前年同月比）

2 入域観光客数【国内客、外国客】（前年同月比）

出所：沖縄県観光政策課

出所：沖縄県観光政策課

3 主要ホテル稼働率・売上高（実数、前年同月比）

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

4 主要ホテル宿泊収入 （前年同月比） ※棒グラフは客室数・単価別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）調査先は６施設（うち県外客については４施設）からなる。

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）

・入域観光客数は、81万800人（前年同月比
17.8％増）となり、36カ月連続で前年を上
回った。
・路線別では、空路は75万300人（同11.5％
増）となり36カ月連続で前年を上回った。
海路は６万500人（同295.4％増）となり27
カ月連続で前年を上回った。

36カ月連続で増加

・主要ホテル（速報値）の売上高のうち宿
泊収入は、販売客室数（数量要因）が増加、
宿泊客室単価（価格要因）も上昇し、前年
同月比17.5％増と６カ月連続で前年を上
回った。
・那覇市内ホテルは、販売客室数が増加、
宿泊客室単価も上昇し、同37.4％増とな
り12カ月連続で前年を上回った。
・リゾート型ホテル（速報値）は、販売客室
数が増加、宿泊単価も上昇し、同13.2％増
となり６カ月連続で前年を上回った。

６カ月連続で増加

・主要観光施設の入場者数は、前年同月比

7.1％増と33カ月連続で前年を上回った。

・修学旅行の最盛期であるほか、国内外か

らの個人やグループ等の個人旅行も増

加傾向がみられた。

33カ月連続で増加

・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月比

6.5％減と３カ月連続で前年を下回った。

県内客は３カ月連続で前年を下回り、

県外客は３カ月ぶりに前年を上回った。

売上高は同0.1％減と３カ月連続で前年

を下回った。

・ゴルフシーズンで予約状況は前年とほ

ぼ同様であったものの、天候不良によ

るキャンセルが多く、入場者・売上とも

に減少した。

入場者数、売上高ともに
３カ月連続で減少

・国内客は、63万6,800人（前年同月比6.6％

増）となり、５カ月連続で前年を上回った。

外国客は17万4,000人（同91.0％増）となり、

26カ月連続で増加した。

・修学旅行の最盛期であるなか秋の行楽

シーズンで個人の旅行需要も高く、国内

客が増加したほか、外国客も引き続き好

調であった。

国内客は５カ月連続で増加、
外国客は26カ月連続で増加

・主要ホテル（速報値）の客室稼働率は
66.7％と前年同月差9.1％ポイント上昇し
８カ月連続で前年を上回り、売上高は前
年同月比14.2％増となり、６カ月連続で前
年を上回った。
・那覇市内ホテルの客室稼働率は77.5％と
同19.7％ポイント上昇し、11カ月連続で
前年を上回り、売上高は同33.2％増と12
カ月連続で前年を上回った。
・リゾート型ホテル（速報値）の客室稼働率
は62.7％と同5.2％ポイント上昇し８カ月
連続で前年を上回り、売上高は同10.1％増
と６カ月連続で前年を上回った。

稼働率は８カ月連続で上昇、
売上高は６カ月連続で増加
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雇用関連・その他

出所：沖縄労働局（就業地別）

（注）有効求人倍率は、2023年12月以前の数値について新季節指数へ遡って改訂した。

（出所）沖縄県

（注1）端数処理の関係で寄与度の合計は前年比と一致しないことがある。

（注2）2020年＝100。

出所：東京商工リサーチ沖縄支店

1 雇用関連 （新規求人数と有効求人倍率）

2 消費者物価指数【総合】

3 企業倒産

※棒グラフは品目別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

（出所）沖縄気象台

4 広告収入【マスコミ】（前年同月比） ※棒グラフはメディア別寄与度
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・平均気温は23.9℃で前年同月（22.6℃）よ

り高く、降水量は208.5ｍｍで前年同月

（56.5ｍｍ）より多かった。

・沖縄地方は、高気圧に覆われて晴れた日も

あったが、湿った空気や気圧の谷、前線の

影響で曇りや雨の日が多く、記録的な大雨

や荒れた天気となった所があった。

・平均気温は平年よりかなり高く、降水量は

平年よりかなり多く、日照時間は平年より

少なかった。

気象：平均気温・降水量【那覇】参考

（注）負債総額1,000万円以上

・新規求人数は、前年同月比4.0％減と３カ

月連続で前年を下回った。産業別では、宿

泊業・飲食サービス業、情報通信業などで

減少した。有効求人倍率（季調値）は1.12倍

で、前月から0.03ポイント低下した。

・労働力人口は、80万4,000人で前年同月比

1.1％増となり、就業者数は、78万人で同

1.0％増となった。完全失業者数は２万

4,000人で同4.3％増となり、完全失業率

（季調値）は3.3％と、前月から0.1ポイント

低下した。

新規求人数は減少、
有効求人倍率（季調値）は低下

・消費者物価指数は、前年同月比3.6％の上

昇となり、39カ月連続で前年を上回った。

生鮮食品を除く総合は同3.3％の上昇とな

り、生鮮食品及びエネルギーを除く総合

は同2.9％の上昇となった。

・費目別の動きをみると、食料、光熱・水道

などすべての費目で上昇した。

39カ月連続で上昇

・倒産件数は４件で前年同月と同数となっ

た。業種別では、小売業が１件、情報通信

業が１件、サービス業他が２件となった。

・負債総額は２億8,700万円で、前年同月比

20.1％増となった。

件数は同数、負債総額は増加

・広告収入（マスコミ：10月）は、前年同月比

4.0％増と７カ月ぶりに前年を上回った。

・衆議院議員選挙があり、広告需要の高ま

りがみられた。

７カ月ぶりに増加

61 64
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出所：沖縄労働局（就業地別）

（注）有効求人倍率は、2023年12月以前の数値について新季節指数へ遡って改訂した。

（出所）沖縄県

（注1）端数処理の関係で寄与度の合計は前年比と一致しないことがある。

（注2）2020年＝100。

出所：東京商工リサーチ沖縄支店

1 雇用関連 （新規求人数と有効求人倍率）

2 消費者物価指数【総合】

3 企業倒産

※棒グラフは品目別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

（出所）沖縄気象台

4 広告収入【マスコミ】（前年同月比） ※棒グラフはメディア別寄与度
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・平均気温は23.9℃で前年同月（22.6℃）よ

り高く、降水量は208.5ｍｍで前年同月

（56.5ｍｍ）より多かった。

・沖縄地方は、高気圧に覆われて晴れた日も

あったが、湿った空気や気圧の谷、前線の

影響で曇りや雨の日が多く、記録的な大雨

や荒れた天気となった所があった。

・平均気温は平年よりかなり高く、降水量は

平年よりかなり多く、日照時間は平年より

少なかった。

気象：平均気温・降水量【那覇】参考

（注）負債総額1,000万円以上

・新規求人数は、前年同月比4.0％減と３カ

月連続で前年を下回った。産業別では、宿

泊業・飲食サービス業、情報通信業などで

減少した。有効求人倍率（季調値）は1.12倍

で、前月から0.03ポイント低下した。

・労働力人口は、80万4,000人で前年同月比

1.1％増となり、就業者数は、78万人で同

1.0％増となった。完全失業者数は２万

4,000人で同4.3％増となり、完全失業率

（季調値）は3.3％と、前月から0.1ポイント

低下した。

新規求人数は減少、
有効求人倍率（季調値）は低下

・消費者物価指数は、前年同月比3.6％の上

昇となり、39カ月連続で前年を上回った。

生鮮食品を除く総合は同3.3％の上昇とな

り、生鮮食品及びエネルギーを除く総合

は同2.9％の上昇となった。

・費目別の動きをみると、食料、光熱・水道

などすべての費目で上昇した。

39カ月連続で上昇

・倒産件数は４件で前年同月と同数となっ

た。業種別では、小売業が１件、情報通信

業が１件、サービス業他が２件となった。

・負債総額は２億8,700万円で、前年同月比

20.1％増となった。

件数は同数、負債総額は増加

・広告収入（マスコミ：10月）は、前年同月比

4.0％増と７カ月ぶりに前年を上回った。

・衆議院議員選挙があり、広告需要の高ま

りがみられた。

７カ月ぶりに増加

61 64
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最近耳にするエシカル消費（人、社会、地域、環
境に配慮した消費行動）では、地域振興の視点を持っ
た消費活動を推奨しています。地元の食材やサービ
スを、地元のお店で購買、消費することで、地域経
済を支える狙いがあります。今年11月に消費者庁
が公表した「消費生活意識調査」では、エシカル消
費に取り組む理由として「地元の地域の活性化につ
なげたい」と回答した人数は、2023年の調査時と
比べて着実に増加しており、消費者の地域振興への
意識の高まりが確認できました。
沖縄には琉球料理や泡盛のような魅力的な食文化

や、美ら海を満喫できるリゾートホテルやレジャー
等、地域特有のさまざまな商品やサービスが存在し
ます。
地域内の消費活動を促進する事業者側の取り組み

の一つに県民割があります。コロナ禍において客足
の遠のいた飲食店や観光施設等が、売上の確保を目
的に、県民向けに割引プランを提供したことを契機
に広く県民に浸透しました。コロナ後の現在でも多
くの県民割が存在し、とある県内の観光施設では、
県民であれば入場料が半額になるようなお得な割引
もあります。
24年も早いもので、これからクリスマスや年末

年始が到来します。県内で過ごす方は行き先の候補
として、県民割のある施設等を訪れてみても良いの
ではないでしょうか。お酒を飲む機会も多くなる時
期だと思います。今年はぜひ、ユネスコの無形文化
遺産に登録された沖縄が誇る名酒「泡盛」で乾杯し
てみてはいかがでしょうか。

改正道路交通法の施行により、2025 年３月
24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体
化の制度「マイナ免許証」が開始されます。現行の
免許証は廃止されず、マイナ免許証を取得するかど
うかは選択ができます。
選択肢は①マイナンバーカードと運転免許証が

一体となったマイナ免許証のみを保有②マイナ免許
証と従来の運転免許証の両方を保有 (海外で運転す
る際に従来の運転免許証が必要となる場合がある )
③従来の運転免許証のみを保有―の三つがありま
す。自動車の運転の際には、免許証またはマイナ免
許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証では「マイナ免許証の番号」「免許

の年月日および有効期間の末日」「免許の種類」「眼
鏡等の免許条件に係る事項」「顔写真等の情報」が
マイナンバーカードのＩＣチップへ記録され、カー
ドの券面に免許に関する事項は記載されません。
一体化のメリットは、住所・氏名の変更手続が

市町村に届け出れば本人の同意に基づきワンストッ
プ化され、警察への変更届け出が不要（マイナ免許
証のみ）となることや、更新時講習をオンラインで
受講できる（優良運転者講習・一般運転者講習）と
いうことなどがあります。居住都道府県外の公安委
員会の窓口で行う免許証の更新手続きの迅速化と申
請期間の延長、更新手数料が免許証と比べて安いと
いうこともあります。
新しい制度がスタートする前に内容を確認して

ご自身に合った選択を今から検討してみてはいかが
でしょうか。

マイナ免許証 地域振興と消費

琉球銀行　大道支店　支店長
久貝　富男

琉球銀行　法人営業部　調査役
二子石　大地

～選択可 一体化で利点も～ ～県民割活用で地元支援～
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沖縄タイムスに掲載のコラム　 [ 注：所属部署、　役職は執筆時のものです。]

2022年 12月、経済産業省と金融庁、財務省
が連携して「経営者保証改革プログラム」を策定し
ました。経営者保証とは「中小企業が金融機関から
融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人と
なること」です。同プログラムでは、これまでのルー
ルである「経営者保証に関するガイドライン」の実
効性を高めるための施策がうたわれています。
23年 4月より金融機関が経営者等と個人保証

契約を締結する場合、保証が必要となる理由につい
て丁寧な説明が必須となりました。「どの部分が十
分ではないために保証契約が必要となるのか」「ど
のような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能
性が高まるか」を具体的に説明した上で、その結果
を記録し金融庁へ報告しなければなりません。以前
よりも保証契約手続が厳格化されています。
また、経営者保証を求めない創業融資制度の創

設や、信用保証協会付き融資において、保証料を上
乗せして経営者保証を提供せずに融資を受けること
が可能になるなど、安易な個人保証に依存した融資
の取り扱いを抑制し、事業者・保証人の納得感を向
上させるための施策です。
効果はすぐに表れ、23年度の経営者保証に依存

しない新規融資の割合（民間金融機関）は48％と
前年比で14ポイント上昇し、過去最高の伸び幅と
なりました。経営者保証に頼らない融資に対応する
ために、金融機関には顧客事業に対する深い理解と、
強い信頼関係構築がこれまで以上に求められていま
す。

経営者保証改革

琉球銀行　審査部　調査役
新城　豪太

～事業者の納得感向上へ～

国内外の都市間の友好と協力を深める重要な手段
として「姉妹・友好都市」の提携が広く知られています。
都道府県や自治体による国際的な姉妹都市提携数は
1,800件を超え、国内市町村間ではさらに多くの姉
妹都市提携があります。文化、教育、人事交流や経
済協力など多岐にわたる分野で連携が促進され、地
域間の相互理解と発展が図られています。
県内の提携例として、沖縄市が2024年に大阪府

豊中市と兄弟都市提携50周年を迎えました。その
ほか山形県米沢市、愛知県東海市、海外ではワシン
トン州レイクウッド市とも姉妹都市提携がなされて
おり、各種プログラムを通じ市民レベルでの交流が
行われています。　
ちなみに「姉妹」「兄弟」等の呼称の分別に明確な

定義はないようで、前述の豊中市が「兄弟都市」となっ
ていますが、これは「いちゃりばちょーでー」に由
来しており、興味深いところです。
交流により一層の地域活性化や国際活動の進展が

期待されるほか、教育面でも学生交換プログラムな
どを通じ、若い世代の国際的な視野を広げる機会も
提供され、多様な人材を受け入れる「国際観光都市
沖縄」としての発展がより一層期待されます。自治
体に限らず、企業や学校レベルでも「兄弟〇〇、姉
妹〇〇」「〇〇友好ネットワーク」などが存在し、交
流により研鑽を図り、お互いを高めていく工夫を凝
らした活動が見られます。
これからも多くの都市や団体が交流により相互理

解を深め、共に成長していくことが期待されていま
す。

姉妹・友好都市

琉球銀行　諸見支店　支店長
城間　隆志

～国内外と提携 共に成長～
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学びバンク

近年、コストパフォーマンス（費用対効果）を
もじったタイムパフォーマンス（時間対効果）、通
称「タイパ」という言葉をよく耳にします。タイパ
は効率的な時間の使い方を重視する考え方のこと
で、Z世代（1990年代半ばから2010年代序盤
に生まれた世代）の若者を中心に広がり、今ではビ
ジネスの現場においても重視されています。
背景には，デジタル技術・IT 技術の進化やZ世

代が中心のデジタルネーティブ（物心がついた時点
でインターネットなどが身近にあった世代）の行動
様式、ビジネス現場においては働き方改革関連法に
よる時間外労働の上限の設定や，少子高齢化におけ
る人手不足の影響が挙げられます。　
一般的にタイパと呼ばれるものやサービスには、

動画の倍速視聴や書籍の要約、ネットスーパーや宅
配、ビジネスシーンにおいてはオンライン会議やビ
ジネスチャットの導入などがあります。いずれも時
短や効率化の観点から「いかに時間を節約し捻出す
るか」が重視される傾向にありますが、もう一つの
側面として「与えられた時間をいかに豊かに過ごす
か」に重きを置く考え方、つまり「自分にとって価
値ある時間」を生み出すということが挙げられます。
人生で大切にしたいものは何かを考え、優先順

位を明確にする。キャリアアップすることや家族と
の時間を大切にすること、自身の趣味の時間の確保
など人それぞれ異なると思いますが、いま一度、タ
イパによって得られる有意義な時間の使い方を見つ
め直してはいかがでしょうか。

タイパ

琉球銀行　本店営業部　融資課　調査役
平良　公作

～「価値ある時間」を得る～
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太陽グラントソントン

近年の上場会社におけるマネジメント・バイアウト（MBO)

　経営情報　　　　　　提供：太陽グラントソントン税理士法人

このニュースレターのバックナンバーはホームページにてご覧になれます。http:// www.grantthornton.jp 
© Grant Thornton Japan. All rights reserved.

2019 年以降、上場会社におけるマネジメント・バイアウト（MBO）が増加傾向にあります。

近近年年のの MBO のの傾傾向向

2023 年の買付金額の総額は 1 兆 4,000 億円を超え、過去最高額となり、大正製薬 HD（買付金額 約

7,100 億円）やベネッセ HD（買付金額 約 2,080 億円）などの大規模な MBO が目立ちました（出典：

日本経済新聞 2024 年 5 月 24 日）。2024 年は永谷園 HD（買付金額 約 480 億円）が実施したものの

2023 年ほど大規模な MBO はありませんでしたが、セブン&アイ・ホールディングスに対するアリマン

タシォン・クシュタールからの買収提案に対抗する形で、創業家による法的拘束力のない非公表の提

案がなされ、9 兆円規模の MBO が現在検討されています。

近年の傾向として、PBR1 倍未満の上場会社による MBO、創業家株主がファンドなどと連携して行

う MBO が顕著であるといえます。

MBO 増増加加のの背背景景

MBO 増加の背景として、東京証券取引所による以下の施策やアクティビストによる企業への要求の

強まりなどによる上場維持コストの増加が挙げられます。

1. 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応要請

東京証券取引所は、プライム市場の約半数、スタンダード市場の約 6 割の上場会社が ROE8％未満、

PBR1 倍割れであることなど、資本収益性や成長性を課題として認識しています。そこで、2023 年 3 月

に、プライム市場・スタンダード市場に上場する会社すべてに対して、資本コストや株価を意識した

経営の実現に向けて、改善計画の策定・開示、投資者との対話の中で取り組みをアップデートするこ

とを継続的に実施することを要請しました。2024 年 10 月末時点で、プライム市場の 88％（1,452 社

/1642 社）、スタンダード市場の 47％（742 社/1,592 社）が、以下の点を中心に開示をしています（出

典：東京証券取引所「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示状況, 
https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/jr4eth0000004vj2-att/mklp770000006z6h.pdf, 2024 年 10 月末時点）

・ 投資者との目線のズレを解消するための材料提供

例）目指すバランスシートやキャピタルアローケーション方針、事業ポートフォリオの見直し方針

・ 株主との建設的な対話方針

2. 東京証券取引所の市場区分見直しによる上場維持基準の経過措置の終了

2025 年 3 月 1 日以降、上場維持基準（流通株式比率、流通株式時価総額など）に関する経過措置が

順次終了し、本来の上場維持基準が適用されます。経過措置適用会社は 262 社（プライム 65 社、スタ

ンダード 150 社、グロース 47 社）あり、上場維持基準適合への取り組みが求められます（出典：東京

証券取引所 経過措置 計画期限一覧, https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/improvement-period/index.ht
ml, 2024 年 11 月 15 日公表）。

おお見見逃逃ししななくく！！

既に上場維持基準を意識した MBO（例）日本ハウズイング㈱）や TOB（例）LINE ヤフー㈱）が行

われており、今後、中長期的な目線での構造改革による企業価値を向上する目的の MBO のみならず、

上場維持基準を意識した MBO が増えてくることが想定されます。
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沖縄県内の主要金融経済指標

注 )県内金融機関の預金残高は、19年 2月分より日本銀行（本店）ホームページ上で公表している県内預金合計に遡及改訂した。

注 ) 鉱工業生産指数は暦年ベース。暦年値、前年比は原指数の増減率。　2019 年 4月より 2015 年＝100に改定された。

注 ) 貿易概況は、暦年ベース。

注) 銀行券増減は、端数調整により一致しない場合がある。

注) 貸出金利は、暦年ベース。
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■令和５年
６月 No.644 経営トップに聞く　一般社団法人OGU未来者
（RRI no.203） 特集1 okinawa society5
 特集2 沖縄県の主要経済指標

７月 No.645 経営トップに聞く　株式会社 長嶺産業
（RRI no.204） 特集1 沖縄におけるサイクリスト誘客効果の推計
 特集2 okinawa society5

８月 No.646 経営トップに聞く　三栄工業株式会社
（RRI no.205） 特集1 沖縄県内におけるレンタカー業界の動向と
　　　　　　　　　   充足率推計
 特集2 コロナ禍での県内景気と労働市場の動向

９月 No.647 経営トップに聞く　株式会社すこやかホールディングス
（RRI no.206） 特集1 県内の観光目的税導入を巡る動向と導入に
　　　　　　　　　   向けた提言
 特集2 沖縄県内における2023年プロ野球
　　　　　　　　　   春季キャンプの経済効果

10月 No.648 経営トップに聞く　株式会社琉球光和
（RRI no.207） 特集 okinawa society5

11月 No.649 経営トップに聞く　株式会社仲本工業
（RRI no.208） 特集 防衛省関連予算の推移と経済効果について

12月 No.650 経営トップに聞く　社会医療法人仁愛会
（RRI no.209） 特集1 県内の一般廃棄物処理の状況と資源循環
 　　　（リサイクル）推進に向けた提言
 特集2 沖縄県と全国の所得格差についての分析

■令和６年
１月 No.651 経営トップに聞く　医療法人HSR
（RRI no.210） 特集1 県内在留外国人の動向と多文化共生社会の
 　　　実現に向けた提言
 特集2 沖縄県経済2023年の回顧と2024年の展望

２月 No.652 経営トップに聞く　琉球フットボールクラブ株式会社
（RRI no.211） 特集1 沖縄県の労働需給問題について
 特集2 高齢化による沖縄の社会経済の構造変化

３月 No.653 経営トップに聞く　株式会社レイメイコンピュータ
（RRI no.212） 企業探訪　株式会社立神鐵工所
 特集1 沖縄県内におけるカーシェアリング市場の動向
 特集2 労働基準法改正が県内企業に及ぼす影響
          （2024年問題）

４月 No.654 経営トップに聞く　ニッシン株式会社
（RRI no.213） 特集 台湾における自転車利用促進に向けた取組み

５月 No.655 経営トップに聞く　琉球スポーツアカデミー株式会社
（RRI no.214） 特集1 宮古島市の観光と水問題について
 特集2 沖縄県のデジタルツイン実現に向けた３D
　　　　　　　　　  都市モデル整備と活用促進
 特集3 2023年度の沖縄県経済の動向

６月 No.656 経営トップに聞く　学校法人興南学園
（RRI no.215） 企業探訪　株式会社琉佐美
 特集1 沖縄県の主要経済指標 

７月 No.657 経営トップに聞く　株式会社日進商会
（RRI no.216） 特集1 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナ 
 　　　メント開催が沖縄にもたらす効果
 特集2 県産品利用実態アンケート調査にみる製造
 　　　業振興に向けた課題と提言

８月 No.658 経営トップに聞く　株式会社フードリボン
（RRI no.217） 特集1 沖縄県におけるスポーツツーリズムの実態調査
 特集2 沖縄県内における2024年プロ野球
　　　　　　　　　   春季キャンプの経済効果

９月 No.659 経営トップに聞く　株式会社ライフコーポレーション
（RRI no.218） 特集1 沖縄県内における台湾からの入域客の動向
 特集2 沖縄県内におけるバス・タクシー運転手不
　　　　　　　　　   足の現状と課題解決に向けた検討

10月 No.660 経営トップに聞く　一般社団法人光の子グループ
（RRI no.219） 特集 沖縄県内のマリンレジャー業界の現状と課題

11月12月合併 経営トップに聞く　株式会社日本バイオテック
No.661 特集1 医師の働き方改革と沖縄県が抱える医療の課題
（RRI no.220） 特集2 沖縄県内におけるジャパンウィンターリー
　　　　　　　　　   グ開催による経済効果
 特集3 コロナ後の沖縄県の景気動向

１月 No.662 経営トップに聞く　株式会社あしびかんぱにー
（RRI no.221） 企業探訪　有限会社首里琉染
 特集　沖縄県内のホテル施設調査と需給バラン
　　　　　　　　　　スからみた課題と持続可能な観光へ向け
　　　　　　　　　　た取り組み

特集レポートバックナンバー
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表紙写真：志良堂猛史（りゅうぎん総合研究所）　撮影地：VERA石垣島観測局（石垣市）

経営トップに聞く
株式会社西自動車商会
～「大家族経営」の精神で、生涯顧客化の実現を目指し、お客様へ最適なカーライフを提供する～

代表取締役　 津嘉山 修 氏

特集1 沖縄県の労働市場の構造変化と今後の課題と展望 
りゅうぎん総合研究所　客員研究員　金城 毅

特集2 沖縄県経済2024年の回顧と2025年の展望

アジア便り 台湾  
～2024年の台湾～

レポーター：金城 俊（琉球銀行法人事業部）
則和企業管理顧問有限公司（琉球銀行業務提携先/台湾現地コンサルタント会社）へ出向中

新時代の教育研究を切り拓く
1. OIST×JAIST イノベーションと協創の未来を探る

2. 光るセンチネル植物の開発で害虫被害をリアルタイムに検知―食糧問題を見据えて

3. 水中ドローンで広がるサンゴ礁の生物多様性研究

沖縄科学技術大学院大学 コミュニケーション・広報ディビジョンメディアセクション

（同大学のHP記事より許可を得て転載）

行政情報181・182
内閣府沖縄総合事務局経済産業部

沖縄県の景気動向（2024年11月）
～景気は、緩やかに拡大している（15カ月連続）～

学びバンク
・マイナ免許証　～選択可 一体化で利点も～

  琉球銀行　大道支店長　久貝　富男

・地域振興と消費　～県民割活用で地元支援～

  琉球銀行　法人営業部　調査役　二子石　大地

・経営者保証改革　～事業者の納得感向上へ～

  琉球銀行　審査部　調査役　新城　豪太

･姉妹・友好都市　～国内外と提携 共に成長～

  琉球銀行　諸見支店長　城間　隆志

・タイパ　～「価値ある時間」を得る～

  琉球銀行　本店営業部　融資課　調査役　平良　公作

経営情報 近年の上場会社におけるマネジメント・バイアウト（MBO）
　　　　　　　　　　 提供　太陽グラントソントン税理士法人

県内の主要金融経済指標

注：所属部署、　役職は執筆時のものです。
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